
 

 

第２次出雲市地球温暖化対策実行計画【区域施策編】について 

 

本市では、平成２０年（2008）２月に「出雲市地域省エネルギービジョン」

を定め、市全体での地球温暖化対策や省エネルギーに取り組んできました。こ

のビジョンが、平成２８年度（2016）に計画期間の満了を迎えたことを機に、

出雲市地球温暖化対策実行計画策定委員会を立ちあげ、これまでの計画で実施

してきた施策や、省エネルギーの取組を見直すとともに、国内外の状況を踏ま

え、「再生可能エネルギーの導入」、「循環型社会の推進」、あるいは、今後予想

される地球の気温上昇がもたらす影響に備える「適応策」といった新たな知見

を加え、「第２次出雲市地球温暖化対策実行計画【区域施策編】」に改定いたし

ました。 

 

記 

１ 第２次出雲市地球温暖化対策実行計画【区域施策編】   別添のとおり 

２ 策定の経過 

  平成２９年 ７月２１日 第１回出雲市地球温暖化対策実行計画策定委員会 

        ８月１０日 市民への意識調査 

              （８月１０日～９月１日） 

          １８日 事業者への意識調査 

              （８月１８日～９月８日） 

       １１月 ９日 第２回出雲市地球温暖化対策実行計画策定委員会 

 

  平成３０年 １月１９日 第３回出雲市地球温暖化対策実行計画策定委員会 

 

全 員 協 議 会 資 料 
平 成 30 年 (2 0 1 8 ) 3 月 2 3 日 
経 済 環 境 部 環 境 政 策 課 

資料 経４ 



第2次出雲市地球温暖化対策実行計画 
【区域施策編】 

１．計画の改定にあたって 

 本市では、平成20年（2008）2月に、市の地球温暖化対策として「出雲市地域省エネルギービジョン」を策定し、
二酸化炭素（CO₂）排出量を平成28年度（2016）には、平成18年度（2006）のCO₂排出量1,665千t-CO₂比約20％

削減する目標を定め、市民、事業者及び市が協働し、地球温暖化防止の取組の普及啓発等に努めるとともに、
再生可能エネルギーの導入支援を進めてきました。 

 しかし、平成26年度（2014）（直近の国公表値）における市内のCO₂排出量は、人口や世帯数の増や製造業
が好調だったとの理由から、約9.6％増加しました。 

 こうした状況をふまえ、今後さらに、市民、事業者のニーズに沿った地球温暖化対策の情報提供や支援を実
施していく必要があることから、「第2次出雲市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に改定するものです。 

目標 年度 削減目標 

出雲市 国 

基準年度 平成25年度

（2013）  －  － 

短期 2022年度 
16％以上  － 

中期 2030年度 31％以上 26％以上 
長期 2050年度 80％以上 80％以上 

 本計画の期間は平成30年度（2018）から2022年度までの5年間とし、その後は2023年度に改定する第3次出
雲市環境基本計画に統合します。  

 短期及び中期目標は、CO2排出量の将来推計をふまえ設定しました。長期目標は国に準じ、基準年度比
80％以上の削減を目指します。 

２．計画の期間と削減目標 

（１）計画期間  

（２）対象とする温室効果ガス 

■CO2排出量削減の目標  

 本計画は、市民、事業者及び市の3つを主体とし、
それぞれが連携・協働して推進します。 

 その活動の中心として、「出雲市地球温暖化対策協
議会（仮称）」を設置し、地球温暖化対策に向けた行
動や普及啓発活動を実践します。 

 その取組は、市が作成する環境に関する報告書
（環境レポート）で出雲市環境審議会に報告し、取組
の点検・評価を行います。 

３．推進体制と評価 

出雲市地球温暖化対策協議会（仮称） 

出雲市環境審議会 

・ 取組の拡大に向けた啓発活動を行う 

・ 所属団体や地域における地球温暖化対策及び環境保全に    

   関わる率先的な行動を実践していく 

市民 

参加・連携 

協働 

点検・評価 

報告 

事業者 

出雲市 

（３）削減目標  

① 基準年度及び目標年度 

② 削減目標 

 本計画では、本市から排出される温室効果ガスの大半を占めるCO2を削減の対象とします。 

 基準年度、中期目標年度及び長期目標年度は、国に準じました。短期目標年度は、本計画の計画期間
満了年度である2022年度とします。 

概要版 

（計画期間満了年度） 

1,939  1,825  
1,626  

1,337  

387  

基準年度 

平成25 

（2013） 

平成26 

（2014） 

短期目標 

（2022） 

中期目標 

（2030） 

長期目標 

（2050） 

単位：千t-CO2 

CO2削減後の排出量 現状値 

80％ 

以上削減 

－5.9％ 16％ 

以上削減 
31％ 

以上削減 

年度 



４．取組の全体像 

目指す 

環境像 一人ひとりが地球の未来を考え 地域から実践するまち 
 CO2排出量を減らすため、省エネルギーの取組や再生可能エネルギーの導入
を推進します。また、CO2を吸収する森林の保全とその活用を推進します。 

（１）省エネルギーの取組の推進 

（２）省エネルギー機器等の導入 

（３）再生可能エネルギーの導入 

CO2排出量の少ない移動手段 省エネ 

 クールビズ、ウォームビズやエコドライブの実践、公共交通機関の利
用や徒歩、自転車を利用するなど省エネルギーの取組を推進します。 

 最新の家電など省エネルギー機器等の導入のための情報提供や、家庭
や事業所への無料省エネルギー診断の情報提供をします。 

 民間事業者へのメガソーラーや風力発電所の導入支援や、公共施設への導入を推進します。また、森林
資源を活用するため、木質バイオマス利用の促進やJ-クレジット制度を活用します。可燃ごみ処理施設の発
電事業については、次期可燃ごみ処理施設の整備により、より一層の高効率化を目指します。 

・ 市民運動の推進 

・ CO2排出量の少ない交通移動手段の利用促進 

・ 省エネルギー機器等の導入促進 

・ 家庭、事業所における省エネルギー診断の推進 など 

・ 再生可能エネルギーの導入支援 

・ 木質バイオマスの利用促進 

・ 次期可燃ごみ処理施設での高効率発電 

・ J-クレジット制度の活用 

低炭素社会の推進 

基本方針２  

省エネルギー機器 

（１）情報提供の推進 

（２）環境教育の推進 

（３）住民団体との連携・育成 

 省エネルギーなどに関するセミナー、イベントを開催します。また、「広報い
ずも」や市ホームページを活用して、省エネルギーに効果的な取組の情報
提供をします。 

 出雲科学館や風の子楽習館、斐川環境学習センターなどを活用して、環
境教育を推進します。 

 出雲市環境保全連合会各支部の活動を支援・広報します。また、住民団
体、島根県地球温暖化防止活動推進員及び環境NPOと協働し活動の輪を
広げます。 

イベントブース出展の様子 

 市民・事業者への意識調査の結果から、「省エネルギーを実行したいが、方法がよくわからない」といった回
答の割合が増えています。重点的な取組として市民・事業者の皆さんに対し、より具体的な取組の情報発信
につとめるとともに、将来をになう子どもたちに環境教育を通じ、地球温暖化対策の大切さを伝えていきます。 

・ 市民・事業者に 向けたセミナー、イベントの開催 

・ 情報提供と取組効果の公表 

・ 環境講座の開催と学校における環境教育の推進 

・ 地域の活動拠点を活用した環境学習の実施 

・ 「こどもエコクラブ」の活動推進 

・ 市、事業者及び環境NPOとの協働 

情報提供・環境教育の推進 基本方針１  

こどもエコクラブの活動の様子（緑のカーテン） 

省エネに関する講演会の様子 

重点 



地球温暖化への適応策 

（１）健康分野の対策 

 現在でも、地球温暖化により、ゲリラ豪雨や台風の強大化等による災害リスクの上昇や、生物の生息域の
変化、農作物の産地の変化等、様々な影響が生じてきています。 
 地球温暖化により現れている影響を把握し、今後予想される影響を想定のうえ、その対策を講じていきます。 

 気温上昇により、熱中症患者の増加や感染症の発生が懸念されます。 

講習会、「広報いずも」及び市ホームページ等を通じ、注意喚起、対処法、予
防対策の情報提供を行います。 

（２）防災分野の対策 

 地球温暖化の影響で、集中豪雨の発生など甚大な豪雨・洪水の被害や土
砂災害が頻発しており、今後、その頻度が増すことが懸念されます。 

 ハザードマップを作成・配布し、大雨、土砂災害への備えを呼びかけ、災害
発生時には「出雲市防災計画」、「出雲市水防計画」等に基づき速やかに対
応します。また、山地災害対策として森林整備を図ります。 

（３）自然生態系分野の対策 

 地球温暖化は、河川や湖沼の水温や水質の変化、生物の生息環境の変化
など、私たちの身近な環境にも影響が現れつつあります。 

 島根県など関係機関と協力し、水環境への影響や外来生物の生息域の拡
大防止に努めます。また、野生鳥獣の生息域の拡大を防ぐため、捕獲体制を
強化します。 

イラストの出典：温室効果ガスインベントリオフィス 

                  全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/） 

熱中症や感染症の増加 

洪水被害の増加 

生息環境の変化 

（１）３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の取組の推進 

循環型社会の推進 
 日常の生活や経済活動から発生するごみを減らすことで、CO2排出量を減らすこと
ができます。３Rに取り組み、循環型社会を推進します。 

 リデュース（減量）、リユース（再使用）、リサイクル（再利用）の優先順位
を意識した取組を推進します。 

・ ごみ減量化の推進  ・ ごみ再資源化の推進 

・ 「しまねエコショップ」「しまねグリーン製品」の利用促進 など 

基本方針３  

古着市の様子 

（４）森林保全と活用 

（５）環境マネジメントシステムの普及促進 

 森林整備や環境保全型農業、緑地保全を推進することで、CO2削減に貢
献します。 

 省エネルギーの取組を見える化し、計画的に取り組むこと
ができるよう「環境マネジメントシステム」や環境家計簿「エ
コライフチャレンジしまね」などを推進します。 

・ 造林事業の推進  ・ （仮称）森林環境譲与税の活用 

・ 環境保全型農業への支援 

・ 緑地の保全への支援 

・ 事業所における「エコアクション21」等の普及 

・ 「エコライフチャレンジしまね」の普及 

・ 「いずもエコオフィス・アクションプログラム」の運用 

植樹の様子 

「しまねエコライフサポートセンター エコサポしまね」 

ウェブサイト トップページ 

家庭のエネルギー使用量や金額を見える化できます。 



５．節約しながら取り組める温暖化対策 

平成30年（2018）2月 出雲市 経済環境部 環境政策課 発行 

〒693-8530 島根県出雲市今市町70 

TEL：0853-21-6535 FAX：0853-21-6597 Email：kankyou-seisaku＠city.izumo.shimane.jp 

約10年前と今の機種では、買い替えるだけでこんなに違います 

 仮に、上記の取組と買い替えを全て行えば、年間約38,525円の節約となり、CO2削減量は約749kg-CO2とな
ります。1世帯あたりのCO2排出量が年間約4,940kg-CO2（※）だとすると、約15.2％の削減量に相当します。 
 

※ 出典：温室効果ガスインベントリオフィス（家庭からのCO2排出量（2015年度）） 

出典：経済産業省 資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」 

買い替えで節約（省エネ）！ 

取り組んで節約（省エネ）！ 

エアコンで節約！ 合計節約額・CO2削減量 項目 節約額 CO2削減量 

 

 

節約額   ：3,860円/年 

CO2削減量 ：83.9kg-CO2/年 

 

夏の冷房時の室温は28℃を目安に 820円/年 17.8kg-CO2 

冷房は必要な時だけつける 510円/年 11.0kg-CO2 

冬の暖房時の室温は20℃を目安に 1,430円/年 31.2kg-CO2 

暖房は必要な時だけつける 1,100円/年 23.9kg-CO2 

エコドライブで節約！ 合計節約額・CO2削減量 項目 節約額 CO2削減量  
 

節約額   ：17,790円/年 

CO2削減量 ：344.2kg-CO2/年 

ふんわりアクセル「eスタート」 10,030円/年 194.0kg-CO2 

加減速の少ない運転 3,510円/年 68.0kg-CO2 

早めのアクセルオフ 2,170円/年 42.0kg-CO2 

アイドリングストップ 2,080円/年 40.2kg-CO2 

冷蔵庫で節約！ 合計節約額・CO2削減量 項目 節約額 CO2削減量  
節約額   ：4,070円/年 

CO2削減量 ：88.4kg-CO2/年 ものを詰め込みすぎない 1,180円/年 25.7kg-CO2 

設定温度は適切に 1,670円/年 36.2kg-CO2 

壁から適切な間隔で設置 1,220円/年 26.5kg-CO2 

 環境省では、省エネ・低炭素型の製品への買い替え、サービスの
利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策のための国民運
動「COOL CHOICE（賢い選択）」の取組を進めています。 

 また、専用アプリをダウンロードすると、現在使用している製品と最
新の製品との比較ができるなど、オトクな情報が盛りだくさんです。 

知っていますか？ 

エアコンの 

買い替え効果 

冷蔵庫の 

買い替え効果 

白熱電球から 

LED照明への 

買い替え効果 

少し意識を変えるだけでこんなにオトク 

出典：経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ」  

出雲市も 

賛同しています！ 

 市内から排出されるCO2を削減するには、市民の皆さん、一人ひとりの小さな取組の積み重ねが大切になり

ます。そこで、光熱費を節約しながら、ご家庭で取り組める地球温暖化対策を紹介します。 
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第 2 次出雲市地球温暖化対策実行計画 

【区域施策編】 
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ごあいさつ 

 

地球温暖化問題は、電気や熱などのエネルギーを得る

ために、石油や石炭などの化石燃料を燃焼することで発

生する二酸化炭素（CO2）に代表される温室効果ガスに起

因するとされています。 

近年、地球上では、温暖化の進行の影響と思われる異

常気象の増加や、生態系の異変などが起こりつつありま

す。また、更に温暖化が進むと、私たちの日常生活のみ

ならず、生命・身体に影響が及ぶ可能性があることから、

地球温暖化問題は、国内外で最も重要な環境問題の一つ

に数えられています。 

国際社会においては、平成２８年（2016）１１月に発効した地球温暖化対策の新た

な国際的な枠組みである「パリ協定」のもとで、国連に加盟する多くの国々が、温室

効果ガスの長期的な排出削減に乗り出しています。 

また、我が国でも国連に提出した「日本の約束草案」において、温室効果ガス排出

量を２０３０年度に平成２５年度（2013）比２６．０％削減するという目標を掲げて

います。 

本市では、平成２０年（2008）２月に「出雲市地域省エネルギービジョン」を地域

における地球温暖化対策の具体的な行動指針として定めました。このビジョンに基づ

き、地域全体での地球温暖化防止や省エネルギー対策などに取り組んでまいりました

が、計画期間が平成２８年度末に満了を迎えたため、このたび「第２次出雲市地球温

暖化対策実行計画（区域施策編）」に改定することといたしました。 

本計画は、これまでの計画で実施してきた施策や、省エネルギーの取組を見直すと

ともに、国内外の状況を踏まえ、「再生可能エネルギーの導入」、「循環型社会の推進」、

あるいは、今後予想される地球の気温上昇がもたらす影響に備える「適応策」といっ

た新たな知見を加えたものとしています。 

現代社会における日常生活や経済活動は、温室効果ガスの排出と密接な関係にあり

ます。市の取組だけでは、市内から排出される温室効果ガスを十分に削減することは

できません。市民、事業者の皆さまと協働し、地球温暖化対策をより一層推進するこ

とによって、課題の解決を図ってまいります。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり様々なご意見、ご提言をいただきまし

た策定委員会の委員の皆さまをはじめ、多くの貴重な意見、ご提言をいただきました

市民、事業者の皆さまに心からのお礼を申しあげます。 

 

平成３０年（2018）２月 

出雲市長 長岡 秀人 
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第 1章 計画策定の背景と意義 
 

1-1 計画策定の背景 

1）地球温暖化の現状 

私たちは、電気やガス、ガソリンなど大量

のエネルギーを消費することで、現在の豊か

な暮らしを実現しています。しかし、そのエ

ネルギーの大半は、石油や石炭などの化石燃

料を燃焼することによって得られることから、

燃焼時に発生する二酸化炭素（以下、「CO₂」

という。）等の温室効果ガスが増加し、宇宙に

放出されるはずの熱が大気中に封じ込められ

てしまい地球温暖化が進んでいます。世界各

地で、地球温暖化の影響と思われる現象が現

れてきており、深刻な問題となっています。 

 

2）地球温暖化の影響 

世界各国の研究者が地球温暖化問題につい

て議論を行う気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）※(1)が、平成 26年（2014）に取りま

とめた第 5次評価報告書（以下、「報告書」と

いう。）では、「気候変動には疑いの余地はな

い。」としており、地球温暖化は人間の日常生

活あるいは経済活動の影響による大気中の温

室効果ガスの増加が原因である可能性が極め

て高いことが確認されています。 

また、図表 1-1-2 のように、気候変動に関

する政府間パネル（IPCC）では代表濃度経路

（RCP）シナリオ（2）に基づいた気候変動予測を

しており、温暖化対策を行わないRCP8.5の場合、

最大で4.8℃上昇すると予測しています。 

地球温暖化の影響を地球規模で見ると、北極や南極氷が溶け海面が上昇することで、多くの島々

の海岸線が侵食され、海に沈む島も出てくるおそれがあります。また、異常気象をまねき、洪水

が多発する地域がある一方、渇水や干ばつに見舞われる地域が出てきます。こうした地球温暖化

をはじめとした気候変動の影響は、世界的な農産物の収穫にも大きな影響を与え、食糧の輸入依

存度の高い日本への影響が心配されます。 

既に、地球温暖化の影響とみられる現象が世界各地で起きており、海氷面積の減少や山岳氷河

の後退、干ばつ、洪水、熱波、台風などの頻度や程度が増大するなどの現象が現れています。 

また、地球温暖化が進むと、日本では次頁の図表1-1-3のような影響がでると予測されています。 

  

※ 上付きの番号がある用語は、資料編の用語解説を参照 

■図表 1-1-2 IPCC のシナリオによる世界平均地上気温の推移 

■図表 1-1-1 温室効果ガスと地球温暖化 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

出典：気象庁ウェブサイト 
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■図表 1-1-3 地球温暖化の影響予測（日本） 

 

出典：環境省「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告書の概要-第 1作業部会（自然科学的根拠）-」 

                                       平成 25 年（2013）公表 

 

3）地球温暖化防止の取組の動向 

(1)世界及び国の動き 

図表 1-1-4 に世界や我が国における地球温暖化対策に関するできごとを示しています。平成 9年

（1997）の「気候変動枠組条約(3)第 3 回締約国会議（COP3）」において、「京都議定書」が採択され

てから20年が経過しています。COP3以降も毎年会議が開催され、平成22年（2010）にメキシコの

カンクンで開催された COP16 では、京都議定書を離脱した米国や温室効果ガスの削減義務を負わな

い中国、インドなどの新興国にも排出削減を求める「カンクン合意」が採択されました。 

平成 27 年（2015）の国連総会では、「持続可能な開発目標（SDGs）(4)」を中心とする「持続可能

な開発のための2030アジェンダ」が採択され、社会、経済、環境に関する様々な課題を統合的に解

決していく意思が示されています。さらに、同年フランス・パリで開催された COP21 では「パリ協

定」が採択されました。「パリ協定(5)」では、世界全体の平均気温の上昇を2℃未満に抑える目標値

を設定されると同時に、21 世紀後半には人間活動による温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにす

る方向性が打ち出され、国連の全加盟国が参加する国際的な枠組みとして史上初めて合意に至りまし

た。 

国内では「パリ協定」の目標達成に向け、平成 28 年（2016）5 月に温室効果ガス排出量を   

2030 年に平成 25 年度(2013)比で 26％削減するための計画として「地球温暖化対策計画」が閣議

決定されるととともに、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部が改正されました。 
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■図表 1-1-4 地球温暖化対策に関する主なできごと 

平成 9年（1997）12 月 気候変動枠組条約第 3回締約国会議（COP3）で「京都議定書」採択 

平成 10 年（1998）10 月 「地球温暖化対策の推進に関する法律」制定 

平成 14 年（2002）6 月 「京都議定書」締結 ⇒ 同月「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正 

平成 17 年（2005）2 月 「京都議定書」発効 ⇒ 3 月「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正 

平成 17 年（2005）4 月 「京都議定書目標達成計画」策定 

平成 19 年（2007）12 月 気候変動枠組条約第 13 回締約国会議（COP13）で「バリ・ロードマップ」採択 

平成 22 年（2010）12 月 気候変動枠組条約第 16 回締約国会議（COP16）で「カンクン合意」採択 

平成 27 年（2015）9 月 「持続可能な開発目標（SDGs）」採択 

平成 27 年（2015）12 月 気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）「パリ協定」採択 

平成 28 年（2016）5 月 
「地球温暖化対策計画」閣議決定 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正 

平成 28 年（2016）11 月 「パリ協定」発効 

出典：環境省ウェブサイト 

 

日本における温室効果ガス排出量の推

移をみると、図表 1-1-5 のようになりま

す。排出量は平成 6 年度（1994）から増

加し、以降平成 19年度（2007）まで 1,400

百万トン前後で推移していましたが、平

成 20年度（2008）から大きく減少してい

ます。これは、リーマンショックによる

経済活動の落ち込みによるものと考えら

れ、経済状況が回復するにつれ、再び排

出量は増加していきました。 

平成 23 年度（2011）に東日本大震災に

よる福島第一原子力発電所の事故が発生

したことや国内の原子力発電所が順次稼

働を停止したことから、石炭・石油・天

然ガスを使用する火力発電の割合が増加

しました。そのため、排出量が増加し、

平成 25 年度（2013）には平成 19年度（2007）

に次ぐ排出量になりました。その後、再

生可能エネルギーの利用が増加したことなどから、排出量は減少しています。 

 

(2)県の動き 

島根県では平成 23年（2011）に「第 2期島根県環境基本計画」を策定しました。この計画では

「地球環境保全の積極的推進」を基本目標のひとつとし、重点施策として「温室効果ガス削減対

策の見える化」を掲げています。 

また、地球温暖化対策に関して、平成 12年（2000）に「島根県地球温暖化対策推進計画」を策

■図表 1-1-5 日本における温室効果ガス排出量の推移 

 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス全国地球温暖化 

防止活動推進センターウェブサイト
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定し、平成 17 年（2005）には改定版を策定しました。平成 18 年（2006）の「島根県環境基本計

画」の改定版において「地球環境保全の積極的推進」を基本目標のひとつとし、重点プロジェク

トのひとつに「『地球を守る』しまね地球温暖化防止プロジェクト」を掲げています。当該プロジ

ェクトをもとに県民、事業者、行政が連携し、自主的かつ積極的な取組を実践する組織として「島

根県地球温暖化対策協議会」を設立しました。現在は、平成 23 年（2011）に策定した「島根県地

球温暖化対策実行計画」をもとに施策の推進と進行管理を行っています。 

「島根県地球温暖化対策実行計画」では、2020 年度における中期目標（図表 1-1-6）を設定し

ています。 

 

■図表 1-1-6 「島根県地球温暖化対策実行計画」の中期目標と重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：島根県ウェブサイト 
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1-2 計画策定の目的 

1）計画の位置づけ 

本市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が規定する「地方公共団体実行計画区域施策

編」である「出雲市地域省エネルギービジョン」（以下、「省エネルギービジョン」という。）を平

成 20年（2008）2 月に策定し、市全体での地球温暖化対策や省エネルギーの取組を推進するため

の行動指針として施策を進めてきました。 

平成 28 年度（2016）末に省エネルギービジョンの計画期間が満了したことから、その施策や取

組を引き続き推進するとともに、再生可能エネルギーの導入や気候変動への適応策など新たな知

見を盛り込み、より一層地球温暖化対策を推進するため、第 2 次出雲市地球温暖化対策実行計画

区域施策編（以下、「本計画」という。）へと改定するものです。 

 

■図表 1-2-1 計画の発展イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）本市における諸計画との関係性 

本市では、平成 24 年度（2012）に今後 10年間の出雲市の総合振興計画として、「新たな出雲の

國づくり計画『出雲未来図』」を策定しました。この計画は、本市がめざすべき将来像とその実現

を図る 6 つの基本方策と、重点的に取り組むべき 4 つの「戦略プロジェクト」をまとめたもので

す。その基本方策の一つとして「環境・文化都市の創造」を掲げ、３Ｒ施策の推進など「循環型

社会(6)の構築」や新エネルギー(7)導入・利用促進など「地球温暖化・省エネルギー対策」に取り

組むこととしています。 

また、平成 25年度（2013）には「環境・文化都市の創造」に向けて、本市における長期的な視

点で総合的に環境施策を推進するため、出雲市環境基本条例に基づく環境基本計画を「第 2 次出

雲市環境基本計画」に改定しています。この計画では、「神話から未来へつなぐ さわやかな環境

のまち・出雲」を環境の将来像に掲げ、「地球を考え 地域から実践するまち」を地球温暖化防止

の基本目標としています。 

本計画は、これらの計画を上位計画とし、関連する諸計画と協調することで、市全体での地球

温暖化対策を具体的に推進するものです。 

 

 

 

 

気候変動へ

の適応策 

出雲市地域省エネルギービジョン 第 2次出雲市地球温暖化対策実行計画 

再生可能 

エネルギーの導入 

３Rの推進 
省エネルギー

の推進 

循環型社会 

の形成 

省エネルギー 

の推進 
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【凡例】 

 根拠：      方向性：     方向性・整合性： 

■図表 1-2-2 地球温暖化対策に係る法令・諸計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）計画の期間 

本計画の期間は平成 30年度（2018）から 2022 年度までの 5年間とし、2023 年度からは新たな

計画期間が始まる第 3次出雲市環境基本計画に統合します。 

■図表 1-2-3 環境基本計画との統合予定図 

環境基本法 

出雲市環境基本条例 

第２次出雲市環境基本計画 
※出雲市の環境に関わる計画の最上位計画 

出
雲
市
総
合
振
興
計
画 

 

「
新
た
な
出
雲
の
國
づ
く
り
計
画
「
出
雲
未
来
図
」 

環境に 
関連する 
諸計画 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

島根県地球温暖化対策実行計画 
区域施策編 

出雲市における地球温暖化対策に関わる計画 

事務事業編： 

いずもエコオフィス 

アクション・プログラムⅢ 

市の事務事業での 

対策、CO₂削減目標を定める。 

 

区域施策編 

市域全体の対策、CO₂削減目

標を定める。 

市民、事業者、市が協働し

て取組を実施する。 

計画期間 H28 H29 H30 H31 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

計画 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

新たな出雲の國づくり計画
「出雲未来図」
　前期計画：H24年度～H28年度
　後期計画：H29年度～2021年度

第2次出雲市環境基本計画
　計画期間：H25年度～2022年度
　※H30年度に中間見直し

出雲市地球温暖化対策実行計画
　計画期間：H30年度～2022年度
　※2023年度に環境基本計画に統合する。
　【前計画】
　　出雲市地域省エネルギービジョン
　　計画期間：～H28年度
　　※H29年度は暫定運用

前
期
計
画
期
間

後
期
計
画
期
間

省エネルギー

ビジョン
統合

第3次出雲市環境基本計画

次期総合振興計画

第2次出雲市環境基本計画

出雲未来図

第2次

出雲市地球温暖化対策実行計画
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4）基準年度及び目標年度 

基準年度及び目標年度は、国の地球温暖化対策計画に準じ、次のとおりとします。 

項目 第 2次出雲市地球温暖化対策実行計画 
地球温暖化対策計画 

（平成 28 年 5月 13 日閣議決定） 

基準年度 平成 25 年度（2013） 平成 25 年度（2013） 

短期目標 
2022 年度 

※計画期間満了年度 
― 

中期目標 2030 年度 
2030 年度 

※温室効果ガス排出量を 
基準年度比 26％削減 

長期目標 2050 年度 
2050 年度 

※温室効果ガス排出量を 
基準年度比 80％削減 

 

5）対象とする温室効果ガス 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」が対象としている温室効果ガスは、図表 1-2-4 に示す

7 つの温室効果ガスになります。本計画で対象とする温室効果ガスは、省エネルギービジョンに

引き続き、排出する温室効果ガスの大半を占めている CO₂とします。 

 

■図表 1-2-4 「地球温暖化対策の推進に関する法律」が対象とする温室効果ガスの特徴 

温室効果ガス 
地球温暖化 

係数※ 
性質 用途・排出源 

CO₂（二酸化炭素） 1 代表的な温室効果ガス。 化石燃料の燃焼など。 

CH4（メタン） 25 
天然ガスの主成分で、常温で気

体。よく燃える。 

稲作、家畜の腸内発

酵、廃棄物の埋め立て

など。 

N2O（一酸化二窒素） 298 

数ある窒素酸化物の中で最も

安定した物質。他の窒素酸化物

などのような害はない。 

燃料の燃焼、工業プロ

セスなど。 

HFCs（ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類） 1,430 など 

塩素がなく、オゾン層を破壊し

ないフロン。強力な温室効果ガ

ス。 

スプレー、エアコンや

冷蔵庫などの冷媒、化

学物質の製造プロセ

ス、建物の断熱材な

ど。 

PFCs（ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類） 7,390 など 
炭素とフッ素だけからなるフ

ロン。強力な温室効果ガス。 

半導体の製造プロセ

スなど。 

SF6（六フッ化硫黄） 22,800 
硫黄の六フッ化物。 

強力な温室効果ガス。 
電気の絶縁体など 

NF3（三フッ化窒素） 17,200 
窒素とフッ素からなる無機化

合物。強力な温室効果ガス 

半導体の製造プロセ

スなど。 

※地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential)：CO₂を基準にして、ほかの温室効果ガスがどれだけ温暖化

する能力があるか表した数字 

 

  

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 
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第 2章 出雲市の姿 

 

2-1 位置 

本市は、島根県の東部に位置し、東西約 30km、

南北約39kmの範囲に広がり、面積は624.36km2

で、全県面積の 9.3％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 自然条件 

1）地勢 

本市は、北部は国引き神話で知られる島根

半島、中央部は出雲平野、南部は中国山地で

構成されています。出雲平野は、中国山地に

源を発する斐伊川と神戸川の二大河川により

形成された沖積平野で、斐伊川は平野の中央

部を東進して宍道湖に注ぎ、神戸川は西進し

て日本海に注いでいます。日本海に面する島

根半島の北部及び西岸は、リアス式海岸が展

開しており、その西側の海岸線は砂浜海岸と

なっています。 

海、山、平野、川、湖と多彩な地勢を有し

ており、水と緑の自然豊かなまちです。 

 

2）気候 

(1)気温 

松江地方気象台における平成 28 年

（2016）の年平均気温は 15.5℃でした。

年平均気温は、右図のように年間で変動

が大きくなっています。 

昭和 19 年（1944）からこれまでの平均

気温の推移をみると、上昇傾向にあると

言え、ここ 70数年の間に約 1.0℃上昇し

ています。 

 

 

 

■図表 2-2-1 地勢図 

■図表 2-2-2 年平均気温の推移（松江地方気象台） 

■図表 2-1-1 位置図 
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(2)降水量 

松江地方気象台における平成 28 年（2016）の

年間降水量は 1,788mm でした。右図は、1981 年

～2010 年の 30 年間の平均月別降水量を示してい

ます。年間降水量は 1,703mm となります。6 月、

7月、9月の降水量が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

(3)日照時間・日射量 

年間最適傾斜角における日射量をみると、年平

均は 3.64kWh/ｍ2 となっており、日射量の最も多

い 5 月と最も短い 1 月を比較すると、その差は

3.43kWh/ｍ2となっています。 

また、山陽側（広島）と比較すると年平均日射

量は 0.74 kWh/ｍ2少なく、特に冬季では 

2 kWh/ｍ2以上少なくなっています。 

 

 

 

 

 

(4)風況 

NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）が、

公表している局所風況マップの地上高 30ｍ地点の

年平均風速をみると、海岸部や山間部は 5～7ｍ/s、

その他は 4～6ｍ/s となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  風速（m/s） 

出典：NEDO「局所風況マップ」より 

出典：気象庁ウェブサイト 

出典：NEDO「全国日射量平均値データマップ 

 (MONSOLA-11(801))」 

※最適傾斜角とは斜面を真南に向けた場合に最も

多くの日射量が得られる角度 

 

（1990 年～2009 年の平均値） 

■図表 2-2-4 年間最適傾斜角における日射量 

■図表 2-2-5 年平均風速 

キララ 
トゥーリマキ風力発電所 
● 

●市役所本庁舎 

■図表 2-2-3 平均月別降水量 

（1981 年～2010 年の平均値） 

ユーラス 

新出雲ウインドファーム 
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2-3 社会条件 

1）人口・世帯 

平成 27 年（2015）における人口は 171,938 人、

世帯数は 60,130 世帯となっています。 

人口は昭和 55年（1980）以降増加傾向で推移し、

平成 17 年（2005）には減少に転じていますが、   

平成 27 年（2015）には平成 22 年（2010）に比べ  

453 人の増加となりました。 

なお、世帯数は、増加傾向が続いており、一世帯

あたりの人員は減少しています。 

 

2）産業構造 

(1)産業別就業者 

平成 27 年（2015）における就業者数は 87,146 人

となっており、産業別就業者の割合を見ると、第 1

次産業6.4％、第2次産業27.2％、第3次産業66.3％、

分類不能の割合が 0.1％となっています。平成 2年

（1990）から平成 27 年（2015）までの間に第 1 次

産業の割合はほぼ半減、第 2次産業の割合は約 8割

に減少し、第 3次産業の割合は約 1.2 倍に増加して

います。 

 

 

(2)農業 

農業産出額の推移を見ると、減少傾向で推移し、

平成 27 年（2015）には 113 億円まで減少していま

す。肥沃な出雲平野を有する本市では、水稲をはじ

め、ぶどう、いちじく、柿などの果樹や、いも、き

ゅうり、ブロッコリーといった野菜等の栽培が行わ

れています。 

 

 

 

 

(3)林業 

本市の森林面積は 37,133ha で、市域の約 60％を

占めます。出雲地区森林組合をはじめとする林業事

業体が、間伐など森林整備を進めており、市産材取

扱量は、平成 27 年（2015）には 26,463m3になりま

した。平成 25 年度（2013）から島根県の木質バイ

オマス利用事業に対応しているため、急激に増加し

ています。 

 

出典：国勢調査 

■図表 2-3-2 産業別就業者割合の推移 

■図表 2-3-1 人口・世帯数の推移 

出典：国勢調査 

■図表 2-3-3 農業産出額の推移 

出典：生産農業所得統計 

173
164

128
111 113

0

50

100

150

200

H2
(1990)

H7
(1995)

H12
(2000)

H17
(2005)

H27
(2015)

（億円）

■図表 2-3-4 市産材取扱量の推移 

出典：「県東部農林振興センター出雲事務所 

提供資料「素材生産の増産対策推進プロジェクト実績」」 

※平成 22 年度（2010）の農業産出額については、 

国が公表していないことから示していません。 
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■図表 2-3-6 商店数・商品販売額の推移 

(4)漁業 

市内には、日本海沿岸に 16 の漁港と、宍道湖岸に 2つの漁港があります。獲れる水産物は季節

ごとに、春にはマダイ、メバル、アオリイカ、ワカメ、夏にはアジ、イサキ、トビウオ、アワビ、

サザエ、秋にはアマダイ、サバ、カレイ、マイカ、ニギス、冬にはブリ、サワラ、十六島ノリ、

シジミとなっています。 

 

(5)工業 

市内に複数ある工業団地を中心に、様々な企業が

立地しています。 

製造品出荷額等の推移を見ると、平成 12年（2000）

から平成 22 年（2010）までは減少していましたが、

平成 27 年（2015）には増加に転じて 4,185 億円と

なっています。一方で、事業所数は平成 2年（1990）

から減少傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

(6)商業 

市内には大規模商業施設が複数あり、市外からの

来客も取り込んでいます。一方で中心市街地は物販

店が減少し、飲食店が増加する傾向となっています。

大社町の神門通りには、近年観光客向け店舗の立地

が続いています。しかし、商品販売額、商店数の推

移を見ると、平成 11 年（1999）以降、減少傾向で

推移しています。 

 

 

 

 

 

(7)観光 

本市には、出雲大社を中心とした様々な観光資

源があり、平成 28 年（2016）の観光入込客延べ数

は、約 1,202 万人で島根県内の市町村で最も多く

なっています。出雲大社本殿遷座祭があった平成

25 年（2013）には観光入込客延べ数はピークとな

り、約 1,576 万人を数えました。その後も遷座祭

前と比べ、高い水準を維持しています。 

 

 

 出典：島根県観光動態調査結果 

■図表 2-3-5 事業所数・製造品出荷額等の推移 

従業者 4 人以上の事業所 

出典：工業統計調査結果報告書 

■図表 2-3-7 観光入込客延べ数の推移 

 

出典：商業統計調査結果報告書 
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3）交通網 

本市の道路網としては、斐川町から東神西町に向けて山陰自動車道が通り、斐川 IC、出雲 IC

が設置されています。国道は、国道 9 号が市中央部を東西に通り、国道 431 号が美野町から大社

町を経て出雲市街地方向に通り、出雲市街地から佐田町方向に国道 184 号が通っています。また、

周辺都市との連携を図るため、出雲 IC以西の山陰自動車道とそのアクセス道路の整備が進められ

ています。 

鉄道は、JR 山陰本線と一畑電鉄（北松江線、大社線）があり主要駅の年間乗客数は図表 2-3-8

のようになっています。バスは、JR出雲市駅前を発着する路線バスや高速バスが運行しています。 

 

■図表 2-3-8 主な駅の乗客人員数（平成 27 年度（2015）） 

路線名 駅名 乗車人員 

ＪＲ山陰本線 出雲市駅 944,255 人/年 

一畑電鉄 北松江線 
電鉄出雲市駅 245,595 人/年 

雲州平田駅 205,081 人/年 

一畑電鉄 大社線 出雲大社前駅 152,860 人/年 

※JR出雲市駅については出典で日平均乗降客数が示されているため、2,587人/日×365日で算出。 

一畑電鉄については出典に実数が示されている。    出典：島根県統計書 

 

4）ごみ処理 

(1)排出量 

本市のごみ総排出量は、平成 28 年度（2016）、

60,111ｔとなっており、そのうち可燃ごみが

79.4％、不燃ごみが 11.5％、資源ごみが 9.1％と

いう割合になっています。 

ごみ総排出量は、平成 25年度（2013）から平成

28 年度（2016）にかけて減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

(2)処理・処分 

本市から排出されるごみは、焼却や破砕等の中間処理を行ったうえで、処理残渣を埋立処分し

ています。本市から排出されるごみのうち、可燃ごみ、破砕ごみ、粗大ごみ、飲料用空き缶、空

きびん、古紙は、本市の中間処理施設で処理しています。可燃ごみの処理施設である「出雲エネ

ルギーセンター」では、ガス化溶融方式を採用し、高温で燃焼させることでダイオキシン類の発

生を抑え、また、焼却炉（溶融炉）で発生する熱を利用して発電を行い、センター内で利用（循

環利用）するほか、近隣にある「しまね花の郷」及び「島根県農業技術センター花振興棟」へ電

力を供給しています。 

可燃ごみの組成について、平成 18 年度（2006）から平成 24 年度（2012）の変化をみると、生

ごみの占める割合が 45.4％から 59.7％と増加しており、焼却に係る CO₂の排出量に影響を与えて

いると考えられます。 

また、2022 年度には、市内古志町で新しい可燃ごみ処理施設が稼働する予定で、現在その施設

■図表 2-3-9 ごみ排出量の推移 

出典：島根県「一般廃棄物処理の現況」 
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整備を進めているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

■図表 2-3-10 可燃ごみの組成 

出典：第 2次出雲市ごみ処理基本計画 

（平成 25 年度策定） 

平成 18 年度 平成 24 年度 



14 

 

2-4 これまでの取組 

省エネルギービジョンでは、平成 28 年度（2016）を目標年度に CO₂排出量を平成 18 年度（2006）

比約 20％削減するという目標を掲げていました。目標達成のために、市民、事業者及び市が協働

して地球温暖化対策や省エネルギーの普及啓発に取り組む「出雲市省エネルギービジョン推進協

議会」（以下、「協議会」という。）を設置し普及啓発に努めるとともに、市内への再生可能エネル

ギーの導入支援を進めてきました。目標年度である平成 28年度（2016）の CO₂排出量は公表され

ていませんが、平成 26 年度（2014）における市内の CO₂排出量は約 9.6％増加している状況です。

これまでの取組をふまえ、より市民、事業者のニーズに沿った情報提供や支援を実施していく必

要があります。 

 

1)省エネルギーの取組の普及啓発 

協議会では、街頭でのチラシ配布やイベントの実施などを通じ、地球温暖化問題への関心を高

める活動を行っています。 

 

(1）街頭での啓発活動 

環境省が呼びかけている 6 月～7 月の「CO₂削減／ライト

ダウンキャンペーン」や 11 月の「エコドライブ推進月間」

に協力し、市内ショッピングセンターなどで来店者にチラ

シを配布し、取組への協力を呼びかけています。 

 

 

 

 

(2)イベントの実施等 

多くの市民の皆さんに、地球温暖化問題や省エネルギー

の取組について考えるきっかけとしてもらうため、環境啓

発映画上映会の実施、いずも産業未来博へのブース出展を

行うとともに、「エコ川柳コンテスト」といったイベントを

実施することで、地球温暖化問題、省エネルギーの取組、

地域の環境保全について、楽しく考える機会づくりを行っ

ています。 

 

 

(3)広報活動 

季節に応じたエコの記事、環境に関する日、エネルギー使用量記入欄を盛り込んだエコカレン

ダーを作成し公共施設等への配布や、省エネルギー月間である 2月に市内のケーブルテレビから、

省エネルギーを呼びかける CM放送をしています。 

また、市における環境情報発信ホームページを管理運営し、省エネルギーの取組や環境保全に

関するイベントや支援施策をはじめとする情報を随時発信しています。 

 

(4)その他 

家庭での電気使用量等の「見える化」を図り、省エネルギーへの意識付けを行うため、電力測

ブース出展の様子 

市内ショッピングセンターでの 
啓発活動の様子 
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定器の無料貸出を行っています。 

また、地域において、地球温暖化問題や省エネルギーの取組に関心をもってもらうため、出雲

市環境保全連合会各支部など地域の団体が開催する講座に、協議会委員を講師として派遣する「省

エネ講師派遣」を実施しています。 

 

2)再生可能エネルギーの導入状況 

 本市では、自然条件や社会条件を活用して、再生可能エネルギーの導入を進めています。 

 

(1)太陽光発電 

①住宅用太陽光発電システムの導入 

  本市では、住宅用太陽光発電システム設置者に対し

て補助金を交付し、導入促進を図っています。平成 

21 年度（2009）から平成 28 年度（2016）までの補助

実績は、1,790 件で設置出力の合計は約 9,000kW とな

っています。 

 

 

②公共施設への太陽光発電の導入 

  市内の公共施設の屋根等を利用して、太陽光発電システムを導入しています。市役所本庁舎

の 70kW をはじめ 11か所に導入し、186.4kW の設備容量となっています。 

 ■図表 2-4-1 公共施設への太陽光発電導入実績 

施設名称 設置時期 設備容量（kW） 

出雲科学館 

 

平成 14 年(2002)3 月 17.9 

宍道湖公園多目的棟 平成 14 年(2002)3 月 1.5 

斐川環境学習センター 平成 15 年(2003)3 月 3.0 

風の子楽習館 平成 15 年(2003)10 月 5.0 

市役所本庁舎 平成 21 年(2009)2 月 70.0 

ひかわ図書館 平成 22 年(2010)6 月 16.0 

長浜コミュニティセンター 平成 22 年(2010)9 月 5.0 

十六島風車公園管理棟 平成 23 年(2011)2 月 3.0 

向陽中学校 平成 24 年(2012)12 月 40.0 

平田消防署新庁舎 平成 28 年(2016)3 月 15.0 

第三中学校新校舎 平成 28 年(2016)9 月 10.0 

 

 

③県有地を活用したメガソーラー 

  島根県、出雲市、事業者が連携し、市内県有地を活用

したメガソーラー事業を進めています。 

  斐伊川放水路の残土処理場「グリーンステップ」に開

設された出雲クリーン発電太陽光発電所は市内企業を中

心に複数企業が連携して事業を行っており、12,876kW の

設備容量を誇っています。 

第三中学校新校舎に設置 

出雲クリーン発電太陽光発電所 
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  この他にも、下水処理施設の敷地内や病院跡地などに

も太陽光発電所が設置されており、合計の設備容量は

22,728kW となっています。 

 

 

 

 

 

  ■図表 2-4-2 県有地を活用したメガソーラーの導入実績 

施設名称 運転開始 設備容量（kW） 

出雲市湖陵町太陽光発電所 平成 25 年（2013）9 月 973 

しまねＳＯＬＡＲＰＯＷＥＲ出雲河下港発電所 平成 25 年(2013)12 月 1,950 

出雲クリーン発電太陽光発電所 平成 27 年(2015)10 月 12,876 

出雲ＳＯＬＡＲｉＥ大社太陽光発電所 平成 27 年(2015)10 月 5,599 

しまねＳＯＬＡＲＰＯＷＥＲ湖陵発電所 平成 28 年(2016)4 月 1,330 

 

(2)風力発電 

平成 15 年（2003）に、旧多伎町が設置した「キララトゥーリマキ風力発電所」は 850kW の風車

が 2基で構成されています。丘陵地に建つ風車は、隣接する周囲の景観と調和し、地元住民や観

光客に親しまれています。 

また、平成 21年（2009）には、大手風力発電会社が現地法人として「新出雲ウインドファーム」

を設立し、平田地域北部に 3,000kW の風車 26 基からなる大規模な風力発電所を建設しました。合

計出力 78,000kW は、日本最大級の規模を誇ります。 

  ■図表 2-4-3 市内風力発電所の導入実績 

施設名称 運転開始 設備容量（kW） 

キララトゥーリマキ風力発電所 平成 15 年(2003)2 月 1,700 

ユーラス新出雲ウインドファーム 平成 21 年(2009)4 月 78,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)小水力発電 

 市内には、佐田町窪田と乙立町の神戸川水系に(株)中国電力が設置した小水力発電設備があり

ます。 

 

出雲市湖陵町太陽光発電所 

キララトゥーリマキ風力発電所 ユーラス新出雲ウインドファーム 
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  ■図表 2-4-4 市内小水力発電所の導入実績 

施設名称 運転開始 設備容量（kW） 

窪田発電所 大正 4年(1915)11 月 600 

乙立発電所 大正 13 年(1924)6 月 1,500 

 

 

(4)木質バイオマス熱利用 

 本市の南部には豊富な森林資源があります。この森林資源を管理・利活用する林業事業体も複

数存在し、その活動から「林地残材」が発生します。この林地残材の有効活用を図るため、出雲

須佐温泉ゆかり館へ木質チップボイラー200kW を導入しています。 

  ■図表 2-4-5 市内木質チップボイラーの導入実績 

施設名称 運転開始 設備容量（kW） 

出雲須佐温泉ゆかり館チップボイラー 平成 25 年(2013)3 月 200 

 

(5)廃棄物発電 

 本市の可燃ごみは、出雲エネルギーセンターで焼却処理されます。この焼却時に発生する熱を

利用して発電を行っています。発電した電力は自家消費するとともに近隣の公共施設に特定供給

を行っています。設備容量は 3,690kW となっています。 

  ■図表 2-4-6 市内廃棄物発電の導入実績 

施設名称 運転開始 設備容量（kW） 

出雲エネルギーセンター 平成 15 年(2003)10 月 3,690 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙立発電所 窪田発電所 

出雲エネルギーセンター 
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第 3章 市民・事業者への意識調査の結果 

 

3-1 意識調査の目的 

今回の意識調査は、市民や事業者における地球温暖化対策や省エネルギーに関する意識や取組

状況など把握するとともに、省エネルギービジョン策定時に実施した前回調査の結果との比較を

することで、本計画策定の基礎資料とすることを目的に実施しました。 

 

1）意識調査の設問について 

 意識調査では、次の３つの設問について尋ねました。 

①地球温暖化対策や省エネルギーに関する意識についての設問 

市民や事業者における地球温暖化対策や省エネルギーに関する意識の把握と、環境省が提唱

する地球温暖化対策のための「賢い選択」を促す国民運動「COOL CHOICE（クールチョイス）」、

省エネルギーの取組、再生可能エネルギーの導入、資源の有効利用など地球温暖化対策に関す

る意識を尋ねました。 

 

②地球温暖化対策の取組に関する設問 

地球温暖化対策として促進すべき取組を知るため、省エネルギー行動や省エネルギー機器等

の設備導入の意向について尋ねました。 

また、CO2排出量の将来推計値を算出する際に、行動改善や設備導入による CO2削減可能性を

計るための資料としました。 

 

③地球温暖化対策に必要なことに関する設問 

今後、市全体で地球温暖化対策を進めるのに必要と思う施策について尋ねました。 

 

3-2 意識調査の概要 

・調査対象地域：出雲市全域 

・調 査 方 法 ：郵送による配布・回収 

・実 施 期 間 ：平成 29年（2017）8 月～9月 

 

項 目 市 民 事 業 者 

調査対象 

出雲市にお住まいの 18 歳以上の方

の中から住民情報システムにより

無作為抽出 

市内の事業所の中から情報システ

ムにより従業員数上位 50 事業所と 

無作為の 250 事業所を抽出 

配 布 数 1,200 世帯 300 事業所 

回収数（回収率） 489 世帯 (40.8%) 140 事業所 (46.7%) 

属性や各設問への回答状況などは資料編にまとめています。 
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3-3 調査結果の分析 

1)市民 

(1)地球温暖化対策に向けた意識の向上 

今回調査では、環境省が提唱する地球温暖化対策のための「賢い選択」を促す国民運動「COOL 

CHOICE（クールチョイス）」について尋ねていますが、その認知度は高くありませんでした。 

省エネルギーの方法や「COOL CHOICE（クールチョイス）」の認知度を高め、地球温暖化対策に

向けた意識の向上を図る必要があります。 

 

■今後、省エネルギーを意識して生活することについて、どのように思いますか。 

前回と比べ、「省エネルギーを実行したいが、方法が良くわからない」「省エネルギーの重要性は

分かるが、面倒であり長続きしない」の割合が増加しています。省エネルギーは重要であるという

認識は高いですが、取組方法やそれを継続することの大切さを啓発することが必要です。 

 

    注）無回答部分を除き比較をしています。 

 

■地球温暖化対策のための「賢い選択」を促す国民運動 

「COOL CHOICE（クールチョイス）」を知っていますか？ 

取組を知らない、内容がよく分からない人が多数（94.1％）を

占めており、より効果的な周知をすることが必要であると考えら

れます。 

 

 

 

 

(2)省エネルギー機器や再生可能エネルギーの導入に向けた周知 

省エネ型（8）のエアコンや冷蔵庫、LED 照明、高効率給湯器等の省エネ機器、太陽光発電、ハイ

ブリッド自動車（9）等の導入は、前回調査と比べ進捗しています。一方で、太陽光発電や風力発電

に対しては、概ね理解しているものの、太陽熱利用やバイオマス熱利用の理解度は低くなってい

ます。省エネルギー機器に加え、これらの種類や効果などを周知することで導入を促進していく

必要があります。 

 

■家庭での取組／設備導入 

省エネルギーの取組は、前回と比べ「はい」の割合がほぼ変わりませんでした。 

設備導入は、前回と比べ大きく進捗しています。「太陽光発電（2.5％⇒9.2％）」、「高効率給湯器（13.0％

⇒38.5％）」、「LED照明（30.0％⇒51.2％）」、「ハイブリッド自動車（5.1％⇒15.7％）」など。 

前回調査では「LED 照明」ではなく「省エネ型蛍光灯・ランプ」と聞いています。 

 

No. カテゴリ 今回 前回
1 日頃から十分に省エネルギーを実行しているため、これ以上は難しい 5.9 8.6
2 日頃から省エネルギーを実行しているが、まだ不十分だと思っている 54.6 64.9

3 省エネルギーを実行したいが、方法がよくわからない 15.0 11.8
4 省エネルギーの重要性は分かるが、面倒であり長続きしない 17.8 11.8
5 特に省エネルギーを意識せず、現在の暮らしを維持したい 4.5 1.9

6 あまり関心はない 1.1 0.6
7 その他 1.1 0.3
計 100.0 99.9

内容まで良く

知っている
4.9%

聞いたことはある

が、内容はよく分か

らない
35.6%

知らない
58.5%

無回答
1.0%

(n=489)

男性

41.5%

女性

57.7%

無回答

0.8%

(n=489)
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■ご家庭で省エネルギーに取り組む場合、どのような機器を導入しますか。  

LED 照明、高効率給湯器、省

エネ型エアコン、省エネ型冷蔵

庫、アイドリングストップ機能

付自動車は 30％以上が導入し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)行政に求められる取組の実践 

「省エネルギー行動や機器、制度についてのわかりやすい情報の提供」や「公共施設での省エ

ネルギー行動の実践」、「学校や自治会での地球温暖化や省エネルギー学習の開催」等が特に求

められています。市として、これらに率先して取り組んでいく必要があります。 

■行政の取組に求められていること 

前回と比べ、「重要であり、具体化すべき」の割合が増加したのは主に、「自動車の共同利用、公

共交通機関利用の推進（24.7％⇒33.9％）」でした。その他はほぼ同じ割合でした。 

 

■行政の取組 

「省エネルギー行動や機

器､制度についてのわかり

やすい情報の提供」「公共施

設での省エネルギー行動の

実践」「学校や自治会での地

球温暖化や省エネルギー学

習の開催」など、多くの項

目で、回答者の半数以上が

重要であり具体化すべきと

回答しており、行政による

取組が求められています。 

 
2)事業者 

(1)地球温暖化対策に向けた意識の向上 

省エネルギー対策は前回調査と比べ、「既に実行している」と回答した割合が増加しているもの

の、「情報が不足しており、よくわからない」と回答した割合も増加しているほか、「エアコンの

温度設定」や「エコドライブ」等を実施している割合が減少しており、行動改善に向けた取組と

その効果を周知していく必要があります。 

■今後の省エネルギー対策について、どのようにお考えですか。 

前回と比べ、省エネルギー対策について「既に実行している」が大きく増加（1.5％⇒13.6％）

しています。 

9.2

1.8
16.6

1.4
14.1

38.5

1.8
30.3

36.0

21.3

51.2

15.7

31.2

0.6

4.7

5.3

8.8

2.5

3.5

9.2

2.9

23.9

22.3

15.1

27.4

15.7

11.5

8.0

58.3

43.5

34.8

39.5

49.3

23.1

59.7

11.9

12.3

20.2

5.9

31.4

21.7

47.0

23.3

43.1

33.9

49.0

26.8

23.5

27.8

27.4

23.7

36.4

9.2

30.5

30.3

38.7

4.5

6.3

5.9

7.6

6.3

5.7

7.8

6.5

5.7

7.0

6.3

6.7

5.3

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

太陽光発電システム

家庭用燃料電池（エネファーム）

省エネ住宅（外壁や窓の断熱・遮熱性能が高い住宅）

ＨＥＭＳ（家庭内エネルギー管理システム）

太陽熱温水器

高効率給湯器（エコキュートやエコジョーズなど）

薪ボイラーや薪・ペレットストーブ

省エネ型冷蔵庫

省エネ型エアコン

省エネ型温水便座

ＬＥＤ照明

ハイブリッド自動車

アイドリングストップ機能付自動車

電気自動車

(n=489)

すでに導入している 導入を検討している 導入するつもりはない わからない 無回答

71.0

56.8

62.6

74.1

58.1

54.8

33.9

54.0

2.5

16.2

27.0

18.8

10.4

18.6

28.4

49.6

28.0

0.8

1.8

2.7

3.1

3.1

7.2

3.1

4.5

3.9

0.2

5.3

7.6

9.8

6.3

10.2

7.8

5.9

8.2

6.7

5.7

5.9

5.7

6.1

5.9

5.9

6.1

5.9

89.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共施設での省エネルギー行動の実践

公共施設に率先して省エネルギー・再生可能エネルギー機器を導入

学校や自治会での地球温暖化や省エネルギー学習の開催

省エネルギー行動や機器､制度についてのわかりやすい情報の提供

省エネルギー活動の普及啓発に関するイベントの実施

省エネルギー型の住宅、建築物の整備に対する支援・指導

自動車の共同利用、公共交通機関利用の推進

地球温暖化対策への市独自の支援・助成

その他

(n=489)

重要であり、具体化すべき 重要ではあるが、実行が難しいと思われる 重要とは思わない わからない 無回答

＜行政の取組＞

（10） 
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     注）無回答部分を除き比較をしています。 

 

■省エネルギーを実行するにあたり、問題になると思われることは何ですか。 

前回と比べ、「情報が不足しており、よく分からない」の割合が増加しています。（19.4％⇒29.2％） 

 

     注）無回答部分を除き比較をしています。 

 

(2)省エネルギー機器や再生可能エネルギーの導入に向けた周知 

省エネルギー機器や太陽光発電、クリーンエネルギー車の導入は、前回調査と比べ増加してい

ます。一方、その他については、横ばいとなっており、事業者にあった取組を周知していく必要

があります。 

また、環境マネジメントシステム（EMS）の導入に関しては、「EMS を知らない」と回答した割

合は 27.1％あり、EMS の内容等の周知啓発を進めていく必要があります。 

 

■事業者におけるエネルギー設備の運用 

取組は前回と比べ、「実施している」の割合は、横ばいあるいは減少しています。減少している

のは主に、「暖房は 20℃、冷房は 28℃を目安に温度設定している（60.9％⇒48.6％）」、「使用して

いないＯＡ機器の電源を切っている（82.0％⇒57.9％）」、「停車時のアイドリングストップを指導・

励行している（46.7％⇒37.8％）」、「燃費向上のため、日常・定期点検整備を指導・励行している

（64.5％⇒57.1％）」、「低燃費を意識した運転を指導・励行している（72.4％⇒47.8％）」などです。 

 

No. カテゴリ 今回 前回
1 積極的に推進したい 10.6 16.9
2 長期的でもコスト削減が見込めるなら推進したい 17.4 20.0

3 すぐにでもコスト削減が見込めるなら推進したい 12.1 7.7
4 費用負担が軽ければ推進したい 38.0 47.7
5 考えていない 6.8 4.6

6 既に実行している 13.6 1.5
7 その他 1.5 1.6
計 100.0 100.0

No. カテゴリ 今回 前回
1 重要性は認識しているが、予算的な問題がある 50.8 50.0

2 省エネルギー機器を導入すると、製品等のコストが高くなる 10.8 8.1

3 情報が不足しており、よく分からない 29.2 19.4

4 環境に対する意識が低い 6.2 12.9
5 その他 3.1 9.7
計 100.0 100.1

48.6

33.5

86.5

93.6

25.7

57.9

37.8

2.9

15.7

17.9

14.3

15.0

2.1

0.7
10.7

7.1

20.7

5.7

20.7

19.3

32.1

42.9

5.0

2.1

45.8

25.0

15.0

42.2

26.4

30.6

0.7

0.7

2.1

0.7

6.4

0.7

2.9

30.0

4.3

4.3

0.7

2.9

5.0

3.6

17.9

12.1

27.2

23.6

3.6

5.0

4.3

2.9

6.4

5.7

5.7

7.1

5.7

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

暖房は20℃、冷房は28℃を目安に温度設定している。

冷暖房の稼働時間を決めている（残業時間帯にはＯＦＦにするなど）。

使っていない部屋の空調を停止している。

使っていない場所の照明を消灯している。

冬季以外は給湯を停止している。

使用していないＯＡ機器の電源を切っている。

契約電力の見直しを行っている。（新電力や契約メニュー）

自動販売機を夜間停止する。

地球温暖化問題に関するセミナーや研究などに参加している。

省エネルギー目標を設定している。

(n=140)

実施している 実施を検討している 実施は難しい 該当する機器やシステムがない わからない 無回答

＜運用＞
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■事業者におけるエネルギー設備の導入 

設備導入は前回と比べて、「太陽光発電システムの導入」は進捗しています（5.3％⇒12.9％）。そ

の他は横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■環境マネジメントシステム（EMS）を導入していますか？ 

EMS を導入していない、または知らないと

回答した事業者が多数を占めており、システ

ムの内容や、導入にあたっての具体的な方法

等に関する情報を、さらに発信することが必

要だと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.4

37.8

57.1

47.8

18.6

10.7

19.3

17.9

15.7

15.0

14.3

10.7

37.1

22.1

10.0

14.3

25.7

22.9

7.9

5.0

2.9

3.6

19.3

30.7

11.4

8.6

8.6

13.6

15.7

18.6

2.9

8.6

5.7

5.7

6.4

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クリーンエネルギー自動車（ハイブリッド車等）の導入

停車時のアイドリングストップを指導・励行している。

燃費向上のため、日常・定期点検整備を指導・励行している。

低燃費を意識した運転を指導・励行している。

多頻度・少量配送の見直しをしている。

共同配送システム及び配送サイクルの効率化を行っている。

(n=140)
実施している 実施を検討している 実施は難しい 該当する機器やシステムがない わからない 無回答

＜運用＞

＜設備＞

ＩＳＯ１４００１
10.7% エコアクション２１

2.9%

事業所独自の環境マネ

ジメントシステム
2.1%

その他の環境マネジメン

トシステム
1.4%

導入を検討中である
3.6%導入していない

47.9%

ＥＭＳを知らない
27.1%

無回答
4.3%

(n=140)

12.9

1.4

0.7

1.4

5.0

5.7

6.4

3.6

2.9

9.3

50.7

52.9

57.9

55.7

42.9

15.7

20.0

20.7

23.6

19.3

10.7

14.3

12.1

11.4

17.1

4.3

5.0

5.0

5.0

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

太陽光発電システムの導入

太陽熱利用システムの導入

風力発電の導入

薪ボイラーや薪・ペレットストーブの導入

節水型機器の導入

(n=140)
実施している 実施を検討している 実施は難しい 該当する機器やシステムがない わからない 無回答

＜設備＞
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(3)行政に求められる取組の実践 

「省エネルギー行動や機器、制度についてのわかりやすい情報の提供」や「公共施設での省エ

ネルギー行動の実践」等が行政に求められています。市が情報提供やセミナーの開催を通じて普

及啓発を推進すること、市が率先して省エネ行動を実践すること、事業者への支援を行うことな

ど、幅広い対策が求められています。 

 

■地球温暖化対策について行政の取組として必要なこと 

今回、行政に求められるとして挙げた取組は、すべて 60％以上の事業者が必要だとしています。

前回と比べ、「重要であり、具体化すべき」の割合が増加したのは主に、「公共施設に率先して省エネ

ルギー・再生可能エネルギー機器を導入（57.6％⇒65.0％）」、「省エネルギー活動の普及啓発に関す

るイベントの実施（41.5％⇒64.3％）」、「事業所の省エネルギー対策への支援・指導（56.1％⇒64.3％）」、

「地球温暖化対策への市独自の支援・助成（50.0％⇒62.8％）」などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.6

65.0

70.8

64.3

64.3

62.2

61.4

62.8

4.3

14.3

20.0

12.1

11.4

17.1

14.3

15.0

14.3

1.4

2.1

0.7

2.1

7.1

1.4

7.1

2.1

4.3

7.1

6.4

7.9

9.3

9.3

9.3

12.9

10.0

10.7

7.9

7.9

7.1

7.9

7.9

7.1

8.6

8.6

83.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共施設での省エネルギー行動の実践

公共施設に率先して省エネルギー・再生可能エネルギー機器を導入

省エネルギー行動や機器､制度についてのわかりやすい情報の提供

省エネルギー活動の普及啓発に関するイベントの実施

事業所の省エネルギー対策への支援・指導

事業所に対する地球温暖化や省エネルギー対策に関するセミナーの開催

省エネルギー型の住宅、建築物の整備に対する支援・指導

地球温暖化対策への市独自の支援・助成

その他

(n=140)
重要であり、具体化すべき 重要ではあるが、実行が難しいと思われる 重要とは思わない わからない 無回答

＜行政の取組＞
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第 4章 CO2排出量の現状 

 

4-1 CO2排出量の算定方法 

本計画で算定する温室効果ガスは、エネルギー起源の CO2と廃棄物焼却からの CO2とし、その排

出量は、環境省のホームページ「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト」に公表

されている「市町村別 CO2排出量」の数値を用いています。 

環境省では、資源エネルギー庁が毎年公表している「都道府県別エネルギー統計」をもとに、

「市町村別 CO2排出量」を算定しており、算定方法は環境省「地方公共団体実行計画（区域施策

編）策定・実施マニュアル 算定手法編」（平成 29 年 3月）の算定方法に準拠したものとなって

います。算定式は次のとおりです。 

エネルギー起源 CO2＝エネルギー種別エネルギー使用量×エネルギー種別排出係数 

          ＝活動量×エネルギー消費原単位×エネルギー種別排出係数 

ここで「活動量」は、人口、世帯数、製造品出荷額、従業者数等とします。 

部門別の CO2排出量の算定方法は、資料編に記載しています。 

注）環境省が公表する「市町村別 CO2排出量」を使用した理由 

省エネルギービジョンでは、対象とする温室効果ガスをエネルギー起源の CO2としており、CO2排出量は、市

内のエネルギー消費量を積み上げることで求めていました。例えば、電気の場合は中国電力（株）から市内の

電気消費量を提供していただくことで、CO2 排出量を算定していました。しかし、近年では大規模事業者をは

じめとして、新電力など中国電力（株）以外からの電力購入の割合が増加傾向にあり、市内の実態を把握する

ことが難しくなりました。そのため、環境省が公表しているデータを使用することとしました。 

 

4-2 CO2排出量の推移 

1)CO2排出量 

本市の平成 26年度（2014）の CO2排出

量は、約 1,825 千 t-CO2であり、基準年

度である平成 25 年度（2013）と比べ、

約 5.9％減少しています。 

部門別にみると、「産業部門」は約

2.5％減少、「業務その他部門」は約

19.2％減少、「家庭部門」は約 3.8％減少

していますが、「廃棄物分野（一般廃棄

物）」は約 11.1％増加しています。 

 

  

■図表 4-2-1 CO2排出量の推移 
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7

5
517

18
20

1,805 
1,939 

1,825 

0

500

1000

1500

2000

2500

平成24（2012） 平成25（2013）

基準年

平成26（2014）

千t-CO2

産業部門

40.3％

業務その他部門

20.1％

家庭部門
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運輸部門

20.3％

エネルギー転換部門

0.3％

廃棄物分野

（一般廃棄物）

1.1％
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2)部門別 CO2排出量 

 (1)産業部門 

産業部門における平成 26 年度（2014）の CO2

排出量は、約 736 千 t-CO2です。基準年度である

平成25年度（2013）よりも若干減少しています。

業種別にみると、「製造業」が最も多く約 94.9％

と大半を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)業務その他部門 

業務その他部門では、事務所・ビル、商業・

サービス業施設等が該当します。業務その他部

門における平成 26 年度（2014）の CO2排出量は、

約 367 千 t-CO2です。基準年度である平成 25年度

（2013）よりも減少しています。 
 

  

 

 

 

 

 

 

(3)家庭部門 

家庭部門における平成 26 年度（2014）の CO2

排出量は、約 326 千 t-CO2です。基準年度である

平成 25 年度（2013）よりも若干減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■図表 4-2-3 業務その他部門の CO2排出量の推移 

■図表 4-2-2 産業部門の CO2排出量の推移 

■図表 4-2-4 家庭部門の CO2排出量の推移 
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(4)運輸部門 

運輸部門における平成 26 年度（2014）の CO2

排出量は、約 371 千 t-CO2です。基準年度であ

る平成 25年度（2013）からほぼ横ばいとなっ

ています。用途別にみると、「自動車（旅客）」

が最も多く約 56.1％となっています。その他、

「自動車（貨物）」「鉄道」と続きます。 
 

 

  

 

 

 

 

 

(5)エネルギー転換部門 

エネルギー転換部門とは、発電所や熱供給

事業所、石油製品製造業等における自家消費

に伴う排出量が対象であり、本市では出雲エ

ネルギーセンターが該当します。平成 26 年度

（2014）の CO2排出量は、約 5 千 t-CO2です。

基準年度である平成 25年度（2013）からほぼ

横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)廃棄物分野（一般廃棄物） 

廃棄物分野（一般廃棄物）とは、一般廃棄

物のうち、プラスチックごみ及び合成繊維の

焼却にともなう非エネルギー起源 CO2 が対象

です。平成 26 年度（2014）の CO2排出量は、

約 20 千 t-CO2 です。基準年度である平成 25

年度（2013）よりも増加しています。 

 

 

 

  

■図表 4-2-7 廃棄物分野（一般廃棄物）の 

 CO2排出量の推移 

■図表 4-2-5 運輸部門の CO2排出量の推移 

 

■図表 4-2-6 エネルギー転換部門の 

  CO2排出量の推移 
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第 5章 CO2排出量の将来推計と削減目標 

 

5-1 現状趨勢ケース 

1)現状趨勢ケースの推計方法 

現状趨勢ケースの推計とは、将来に向けて今まで以上の対策は行わず、CO2排出量に関わる「活

動量」が変化することを予測して、将来の CO2排出量を求めるものです。 

具体的には、現状の最新年度となる平成 26年度（2014）の CO2排出量に対して、推計年度の「活

動量」をトレンド分析等で予測して算定しました。部門・分野ごとの推計に用いた「活動量」並

びに「推計方法」は図表 5-1-1 のとおりです。 

 

■図表 5-1-1 現状趨勢ケースの各部門・分野の推計方法 

部門・分野 活動量 推計方法 出典 

産業

部門  

製造業 
製造品 

出荷額 

平成17年度～平成26年度のトレンドをもとに対

数近似を用いて推計し、減少と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・経済産業省「工業統計調査」 

建設業・鉱業 従業者数 

平成17年度～平成27年度のトレンドをもとに対

数近似を用いて推計し、減少と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総務省「国勢調査」 

農林水産業 従業者数 
現状と同じように横ばいで推移するものとして

推計 
・総務省「国勢調査」 

業務その他部門 従業者数 

平成 17 年度～平成 27 年度のトレンドをもとに

対数近似を用いて推計し、減少と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総務省「国勢調査」 
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家庭部門 世帯数 

出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略におけ

る市独自推計値の「将来人口」を、出雲市平均

世帯人員の将来推計値で除すことで推計し、減

少と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総務省「国勢調査」 

・出雲市まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

・国立社会保障・人口問題研

究所「日本の世帯数の将来

推計（都道府県別推計） 

運輸

部門 

自動車（旅客） 人口 

出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略におけ

る市独自推計値の「将来人口」をもとに、線形

近似を用いて推計し、減少と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出雲市まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

自動車（貨物） 
製造品出

荷額 

平成17年度～平成26年度のトレンドをもとに推

計し、減少と予測。推計値は「製造業」と同じ。 
・経済産業省「工業統計調査」 

鉄道 - 横ばいとして推計 - 

エネルギー転換部門 - 横ばいとして推計 - 

廃棄物分野（一般廃棄

物） 
人口 

出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略の市独

自推計値をもとに推計し、減少と予測。推計値

は「自動車（旅客）」と同じ。 

・出雲市まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

 

 

2)現状趨勢ケースにおける将来推計 

現状趨勢ケースにおける将来推計は、図表 5-1-2 のようになりました。 

■図表 5-1-2 現状趨勢ケースにおける将来推計結果 

目標 年度 CO2排出量 削減率 

基準年度 平成 25 年度（2013） 1,939 千 t-CO２ ― 

短期 
2022 年度 

（期間満了年度） 
1,780 千 t-CO2 -8％ 

中期 2030 年度 1,737 千 t-CO２ -10％ 

長期 2050 年度 1,664 千 t-CO２ -14％ 
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5-2 対策実施ケース 

対策実施ケースは、「現状趨勢ケース」を基本として、各種対策を講じた場合の CO2排出量を推

計するものです。各種対策は、各部門において「省エネ行動、省エネ設備導入」、「再生可能エネ

ルギーの導入」を行うこと、「売電目的の再生可能エネルギーの導入」を実施することとしていま

す。2022 年度（短期目標）では 154 千 t-CO2、2030 年度（中期目標）では 400 千 t-CO2、2050 年

度（長期目標）では 779 千 t-CO2の削減見込みとなります。 

 

■図表 5-2-1 削減見込量                              単位：t-CO2 

                          年度 

 部門・削減メニュー 

短期目標 

2022 

中期目標 

2030 

長期目標 

2050 

産業部門 29,131 81,779 175,835 

  省エネ行動 742 1,513 2,676 

 
設備導入 20,175 44,960 96,083 

 
ESCO 事業（11）導入による省エネ 2,035 25,323 51,513 

 再生可能エネルギーの導入 6,137 9,867 25,232 

  太陽熱利用 11 28 40 

  バイオマス熱利用 31 88 291 

業務その他部門 46,292 114,270 228,549 

  省エネ行動 6,652 26,099 53,413 

 
設備導入 33,116 76,496 125,677 

 
ESCO 事業導入による省エネ 69 734 19,828 

 再生可能エネルギーの導入 6,444 10,360 26,493 

 
太陽熱利用 5 242 428 

 
バイオマス熱利用 6 339 2,710 

家庭部門 16,700 58,465 87,300 

  省エネ行動 1,465 5,824 8,551 

 
トップランナー機器買換え 5,637 12,483 23,565 

 
新築住宅次世代基準適合 4,398 8,009 16,589 

 
既築戸建住宅断熱改修 2,215 4,653 8,365 

 
再生可能エネルギーの導入 625 1,112 2,571 

 
太陽熱利用 565 5,456 5,762 

 
バイオマス熱利用 1,795 20,928 21,897 

運輸部門 36,559 104,529 181,564 

  
省エネ行動 6,389 27,949 43,560 

クリーンエネルギー自動車買換え 30,170 76,580 138,004 

各部門小計 128,682 359,043 673,248 

再生可能エネルギー（売電分）の導入 25,604 41,164 105,260 

合計 154,286 400,207 778,508 
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ケース

CO2排出量

削減見込量

千t-CO2

短期目標年（2022） 中期目標年（2030） 長期目標年（2050）

現状趨勢ケースによるCO2排出量から削減見込量を差し引いた対策実施ケースのCO2排出量の推

計結果は、2022 年度（短期目標）では 1,626 千 t-CO2、2030 年度（中期目標）では 1,337 千 t-CO2、

2050 年度（長期目標）では 885 千 t-CO2となりました。 

平成 25 年度（2013）（基準年）と各目標年度を比較すると、2022 年度（短期目標）では 16％減、

2030 年度（中期目標）では 31％減、2050 年度（長期目標）では 54％減となりました。 

■図表 5-2-2 対策実施ケースの CO2排出量                     単位：千 t-CO2 

  

     年度 
基準年 
平成 25 
（2013） 

短期目標 

2022 

中期目標 

2030 

長期目標 

2050 

現状趨勢

ケース 

CO2 

排出量 

産業部門 755 690 661 623 

業務その他部門 454 376 376 377 

家庭部門 339 330 327 312 

運輸部門 368 359 349 329 

エネルギー転換部門 5 5 5 5 

廃棄物分野 18 20 19 18 

合計   1,939 1,780 1,737 1,664 

基準年度 平成 25（2013）対比   -8.2% -10.4% -14.2% 

対策実施 

ケース 

CO2 

削減量 

産業部門 － 29 82 176 

業務その他部門 － 46 114 229 

家庭部門 － 17 58 87 

運輸部門 － 36 105 182 

再生可能エネルギー導入 － 26 41 105 

合計   － 154 400 779 

現況趨勢ケース－対策実施ケース 
 ＣＯ2排出量 1,939 1,626 1,337 885 

基準年度 平成 25（2013）対比   -16.1％ -31.0% -54.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16.1％ -31.0％ -54.4％ 

対策実施ケースの CO2排出量 

■図表 5-2-3 CO2排出量の推移（目標年での削減率） 
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5-3 削減目標 

CO2排出量の将来推計をふまえ、図表 5-3-1 のとおり削減目標を設定します。本計画満了時の短

期目標年度として、約 16％の CO2排出量削減が見込めることから、「基準年度比 2022 年度 16％以

上」とします。 

また、中期削減目標として、国の目標では「2030 年度 26％以上」としていますが、本市におい

ては約 31%の削減が見込めることから、「基準年度比 2030 年度 31%以上」を目標とします。 

長期目標年度は国の目標に準じ、「基準年度比 2050 年度 80％以上」の削減を掲げます。CO2排

出削減の取組を最大限実施し、本市における削減見込である 54%の削減を図るとともに、今後の

技術の開発・普及などによる更なる CO2排出削減を加味することで実現を目指します。 

 

■図表 5-3-1 CO2排出量削減の目標 

目標 年度 
削減目標 

CO2削減後の排出量 
出雲市 国 

基準年度 平成 25 年度（2013） ― ― ― 

短期 
2022 年度 

（計画期間満了年度） 
16％以上 ― 1,626 千 t-CO2以下 

中期 2030 年度 31％以上 26％以上 1,337 千 t-CO2以下 

長期 2050 年度 80％以上 80％以上 387 千 t-CO2以下 

 

 

1,939 1,825 1,626 
1,337 

387 

基準年度

平成25

（2013）

平成26

（2014）

短期目標

（2022）

中期目標

（2030）

長期目標

（2050）

単位：千t-CO2

CO2削減後の排出量現状値

80％

以上削減

－5.9％ 16％

以上削減
31％

以上削減

年度
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第 6章 地球温暖化防止のための取組 

6-1 施策体系 

1)目指す環境像 

本計画は、省エネルギービジョンが「地球を考え・学ぶ【意識の向上】」、「省エネルギーを実践

する【省エネ実践】」、「取組を継続・拡大する【取組の継続・拡大】」の 3つの基本方針に基づき

推進してきた省エネルギーやごみ減量化の取組に、再生可能エネルギーの導入、既に起こりつつ

ある地球温暖化による気候変動に適応する取組など新たな知見を加えることで、市域における地

球温暖化対策の新たな行動指針として策定するものです。 

また、第 2次出雲市環境基本計画では、環境の将来像として「神話から未来へつなぐさわやか

な環境のまち・出雲」を掲げ、地球環境保全の目標として「地球を考え 地域から実践するまち」

を目指しています。 

そこで本計画では、市民、事業者及び市の三者が協働して、地球温暖化対策を学び、推進する

必要があることから、「一人ひとりが地球の未来を考え 地域から実践するまち」を目指すことと

します。 
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2)基本方針 

本計画では、目指す環境像「一人ひとりが地球の未来を考え 地域から実践するまち」を実現

させるための施策を次の 3 つの基本方針に基づき進めていきます。 

 

(1)情報提供・環境教育の推進 

市民、事業者に実施した意識調査では、地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（ｸｰﾙ

ﾁｮｲｽ）」への認知度が低いことがわかりました。また、省エネルギー、再生可能エネルギーの実践

例とその効果についてよくわからないと回答した人が多く、普及啓発の取組が不十分ではないか

と思わせる調査結果でした。 

「Think Globally. Act Locally（地球規模で考え、足元から行動せよ）」というフレーズがあり

ます。地球温暖化対策を進めるためには、市民一人ひとりが地球温暖化対策について知識を持ち、

行動することが何より重要です。市では重点的な取組として、広報等を通じて市民、事業者に地

球温暖化防止や省エネルギーに関する情報の提供や環境セミナー、イベント及び環境学習教室の

開催を進めるとともに、住民団体などと連携してより一層普及啓発活動を行っていきます。 

 

(2)低炭素社会の推進 

本市が排出する温室効果ガスの大半は、エネルギー起源の CO2が占めています。CO2の排出量を

抑制し国や本計画が定める削減目標を達成するには、省エネルギーを意識した行動に努めるとと

もに、CO2の排出量を更に減らしていくための省エネルギー機器等の導入や、公共交通機関の利用

を促進する必要があります。 

本市には、全国でも最大規模の風力発電所をはじめ、県内最大規模の太陽光発電所が稼動して

おり、平成 28 年度（2016）末における固定価格買取制度による再生可能エネルギー発電設備の導

入状況でも県内最大となっています。環境にやさしいまちづくりを推進するため、利用時にほと

んど CO2 を排出しない再生可能エネルギーの導入及び利用を促進することにより、地球環境に負

荷が少なく、持続可能な低炭素社会の実現と地域経済の活性化を目指します。 

また、森林を適正に管理することで、CO2の吸収能力を維持し高めていくことも重要です。これ

らの取組を、市民、事業者及び市が積極的に推進することで、低炭素社会の実現を目指します。 

 

(3)循環型社会の推進 

私たちが、日々の生活や経済活動から発生するごみを減らすことに努めれば、ごみの焼却の際

に発生する CO2 を削減できます。さらに、ごみの再資源化を図ることで、製造過程において原料

からつくる工程が省力化され、発生する CO2 を削減できるため、地球温暖化対策を推進すること

にも繋がります。 

本市では、市民、事業者が 3R（リデュース・リユース・リサイクル）を意識し、これに積極的

に取り組むことで循環型社会の推進を図ります。 
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施 策 体 系 

 

 

 【基本方針】  【推進する施策】 

   【情報提供の推進】 

 ・市民・事業者に向けたセミナー、イベントの開催 

 ・情報提供と取組効果の公表 

    
   【環境教育の推進】 

 ・環境講座の開催と学校における環境教育の推進 

・地域の活動拠点を活用した環境学習の実施 

 ・「こどもエコクラブ」の活動促進 

    

 ・市民・事業者に向けたセミナー、イベントの開催 

 ・情報提供と取組効果の公表 

   【住民団体との連携・育成】 

 ・市、事業者及び環境 NPO との協働 

    
   【省エネルギーの取組の推進】 

 ・市民運動の推進 

 ・CO2排出量の少ない交通移動手段の利用促進 

    
   【省エネルギー機器等の導入】 

 ・省エネルギー機器等の導入促進 

 ・家庭、事業所における省エネルギー診断の推進 

 ・ESCO（エスコ）事業等の導入促進 

 ・市内の環境関連企業との連携 

    

   【再生可能エネルギーの導入】 

 ・再生可能エネルギーの導入支援 

 ・木質バイオマスの利用促進 

 ・次期可燃ごみ処理施設での高効率発電 

 ・Ｊ－クレジット制度の活用 

    

   【森林保全と活用】 

 ・造林事業の推進 

・環境保全型農業への支援 

・緑地の保全への支援 

・（仮称）森林環境譲与税の活用 

    
   【環境マネジメントシステムの普及促進】 

 ・事業所における「ｴｺｱｸｼｮﾝ 21」等の普及 

 ・「ｴｺﾗｲﾌﾁｬﾚﾝｼﾞしまね」「学校版ｴｺﾗｲﾌﾁｬﾚﾝｼﾞしまね」の普及 

 ・「いずもｴｺｵﾌｨｽ・ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の運用 

    
   【3R（ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘﾕｰｽ・ﾘｻｲｸﾙ）の取組の促進】 

 ・ごみ減量化の推進 

 ・ごみ再資源化の推進 

 ・グリーン購入の推進 

 ・「しまねｴｺｼｮｯﾌﾟ」「しまねｸﾞﾘｰﾝ製品」の利用促進 

低炭素社会の推進 

循環型社会の推進 

【環境像】 一人ひとりが地球の未来を考え 地域から実践するまち 

情報提供・ 

環境教育の推進 
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3)市民、事業者及び市の役割 

(1)市民 

・地球温暖化問題への理解を更に深め、様々な団体や機関が行う地球温暖化防止活動に積極的

に参加します。 

・日常生活における省エネルギー行動を実践し、CO2排出の低減に努めます。 

・家庭から排出するごみの減量に努めるとともに、3R（リデュース・リユース・リサイクル）

に取り組み、資源の循環に協力します。 

 

(2)事業者 

・事業活動における省エネルギーの実践を図るとともに、環境教育を行います。 

・市民団体等が行う地球温暖化防止活動と協働し、事業者の社会的役割を果たします。 

・創意工夫を凝らし、製造、流通、使用・消費、リサイクル、廃棄等の事業活動に係るすべて

の過程を通じて、CO2などの排出量の削減を図るとともに、環境負荷の低減に寄与する製品・

サービスの提供を図ります。 

 

(3)市 

・市民や事業者が、地球温暖化防止の取組を進めるために必要な仕組みや環境づくりを行うと

ともに、意識啓発や情報提供を通じて、地球温暖化対策を積極的に推進します。 

・本市の自然的、社会的特性を踏まえ、再生可能エネルギーの利用や公共交通機関を利用しや

すい環境づくりなど、地域特性を生かした最も効果的な取組を、国や県、島根県地球温暖化

防止活動推進センター、市民及び事業者と連携・協働して進めます。 

 

6-2 具体的な施策 

1)情報提供・環境教育の推進 

(1)情報提供の推進 

①市民・事業者に向けたセミナー、イベントの開催 

市内で開催されるイベントなどを通じ、市民・事業者と協働して、環境問題や省エネルギー

の取組に関する情報提供等を行います。市では、島根県地球温暖化防止活動推進センターなど

と協力してセミナーを開催することで、市民や事業者の意識向上と実践につなげます。 

また、再生可能エネルギーの普及啓発を推進するため、セミナーの開催や関連施設の見学会

等を開催し、理解促進を図ります。 

■取組 

・地球温暖化対策等のセミナー、イベントの開催 市民 事業者 市 

・再生可能エネルギーの普及啓発   市 

 

②情報提供と取組効果の公表 

地球温暖化対策の必要性を理解し実践してもらうため、「広報いずも」や市ホームページを活

用して、具体的な省エネルギーの取組情報や、取組によるコスト削減効果等を市民、事業者に

提供することで意識啓発を図ります。 

また、地球温暖化対策に資する市民、事業者及び市の取組について、省エネルギー効果が高

い取組を「広報いずも」や市ホームページで周知を図ります。 
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■取組 

・具体的な省エネルギーの取組の発信   市 

・省エネルギーの効果の高い取組の紹介   市 

 

(2)環境教育の推進 

①環境講座の開催と学校における環境教育の推進 

しまね環境アドバイザー、島根県地球温暖化防止活動推進員などと連携し、地球環境をはじ

め地球温暖化対策などの環境問題全般について学習する「環境講座」を開催します。この講座

は、各種講師派遣事業を活用することで、市民、事業者及び学校等の要請に応じて開講できる

ようにします。 

また、子どもたちの環境意識を高め、子どものころから地球温暖化対策を身近なこととして

取り組んでもらえるよう、全国地球温暖化防止活動センター（JCCCA）や島根県地球温暖化防止

活動推進センターなどの支援を活用して環境学習を推進します。 

■取組 

・各種講師派遣事業の活用 市民 事業者 市 

・学校における地球温暖化対策などの環境学習の推進 市民  市 

 

②地域の活動拠点を活用した環境学習の実施 

市内には、出雲科学館、風の子楽習館、斐川環境学習センターなど環境をテーマとした施設

があります。これらの施設では、年間を通じて、環境をテーマとした学習を実施しています。 

■取組 

・地域の活動拠点を活用した環境学習の実施 市民  市 

 

③「こどもエコクラブ」の活動促進 

地球温暖化対策をはじめ様々な環境保全活動を推進するためには、次世代を担う子どもたち

に、環境を大切にする心と行動力を育んでもらうことが大切です。そのため、自然観察やリサ

イクル活動など、身近にできる環境活動を行う｢こどもエコクラブ｣の活動を促進していきます。 

■取組 

・「こどもエコクラブ」の活動促進 市民  市 

 

(3)住民団体との連携・育成 

①市民、事業者及び環境 NPO との協働 

地球温暖化対策に向けて、官民が協働して取り組むことが求められます。市では、出雲市環

境保全連合会各支部の活動を「広報いずも」や市ホームページで広報し、それぞれが工夫した

環境活動に取り組めるよう支援しています。さらに、島根県地球温暖化防止活動推進員や環境

NPO と協働することで活動の輪を広げていきます。 

■取組 

・市民、事業者及び環境 NPO との協働 市民 事業者 市 
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2)低炭素社会の推進 

(1)省エネルギーの取組の推進 

①市民運動の推進（地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（ｸｰﾙﾁｮｲｽ）」の取組） 

国では、「COOL CHOICE（ｸｰﾙﾁｮｲｽ）」をキャッチフレーズとした地球温暖化対策のための国民

運動を展開しています。これは、日々の生活で、低炭素な「製品」「サービス」「ライフスタイ

ル」を選択することで、地球温暖化対策に貢献する運動です。本市においても、市がこの運動

の中心となり、市民、事業者とともに地球温暖化対策を推進していきます。 

■取組 

・クールビズ・ウォームビズの推進 市民 事業者 市 

・エコドライブ、自転車利用の推進 市民 事業者 市 

 

 

②CO2排出量の少ない交通手段の利用促進 

本市は、JR や一畑電車、路線バスなどにより、市内の公共交通網を形成しています。鉄道事

業者においては、パークアンドライド（自宅から自家用車で最寄りの駅まで行き、電車に乗り

換え、目的地に向かうシステム）やサイクルトレイン（自転車を電車内に持ち込むことができ

るサービス）などにより、利便性を向上し、公共交通機関の利用促進を図る取組を行っていま

す。 

また、本市には出雲平野が広がり、自転車が利用しやすい環境にあります。さらに、歩行者・

自転車を分離した歩道も整備されてきていることから、通勤・通学、仕事や買い物での自転車

を利用する取組が CO2排出量の削減につながります。 

市では、職員に対し、エコ通勤ウィークなどを設定することで、マイカーの利用を控え、公

共交通機関や自転車等の利用促進を図り、CO2の排出削減に努めています。 

また、CO2の排出がない電気自動車の導入促進のため、市内の道の駅 3か所に電気自動車の急

速充電器の設置をしています。近年では、スーパーやコンビニエンスストアなどの民間施設に

も充電器の設置が進んでいます。 

■取組 

・通勤・通学や買い物等外出時の公共交通機関及び自転車の
積極的な利用 

市民 事業者 市 

・電気自動車などクリーンエネルギー自動車の導入促進 市民 事業者 市 

 

(2)省エネルギー機器等の導入 

①省エネルギー機器等の導入促進 

CO2排出量を減らす方法として、省エネルギー機器等の導入があります。省エネルギー機器等

を導入することにより、効率的にエネルギーを使用することができ、CO2排出量を低減すること
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ができます。これらの機器等の機能や能力は、将来に向けてさらに高まることが期待されてい

ます。市では、買い替えや導入が推進できるよう、市ホームページ等で情報提供を行うととも

に、その効率的な使用についても啓発していきます。 

また、市が設置している防犯灯は、従来の蛍光灯よりも省エネルギーで長持ちをする LED へ

の切替を計画的に行っています。また、自治会や町内会での LED 型防犯灯の切替や新設に対し、

今後も支援を行います。 

■取組 

・省エネルギー機器等の導入促進 市民 事業者 市 

・防犯灯等の LED 照明への切替促進 市民  市 

 

②家庭、事業所における省エネルギー診断の推進 

島根県地球温暖化防止活動推進センターでは、環境省認定の「うちエコ診断士」が各家庭の

ライフスタイルに合わせた省エネ、CO2排出対策の提案を行う「うちエコ診断」を行っています。 

また、事業所においては、（一財）省エネルギーセンターが実施する、中小企業やエネルギー

使用量が一定規模（原油換算 100kL～1,500kL）の工場・ビルを対象とした省エネ無料診断を受

けることができます。これらの活動を｢広報いずも｣や市ホームページなどを活用し、各家庭や

事業者に情報提供を行います。 

■取組 

・家庭での「うちエコ診断」、事業所における「省エネ診断」 市民 事業者 市 

 の推進    

 

③ESCO（エスコ）事業等の導入促進 

ESCO（エスコ）事業とは、ESCO 事業者が省エネルギーに関する包括的なサービス（提案、設

計・施工等）を提供することで、顧客の利益と地球環境保全に貢献するビジネスで、省エネル

ギー効果の保証等により、顧客の省エネルギー効果（メリット）の一部を報酬として受け取る

事業のことです。事業者向け意識調査で、「この事業の内容がわからない」との回答が 50％近

くあったことから事業内容の普及啓発を進めていきます。 

■取組 

・ESCO（エスコ）事業の導入促進  事業者 市 
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〈中小企業向けの制度融資の活用〉 

島根県中小企業制度融資として「人にやさしい環境整備支援資金」があります。労働環

境の改善のための設備等を整備しようとする場合に受けられる融資です。企業が省エネル

ギー改修や ESCO（エスコ）事業に取り組む場合も融資が受けられます。 

 

④市内の環境関連企業との連携 

本市には、環境関連の事業や製品づくりを行う企業があります。AC（交流）駆動 LED という

次世代照明の製造企業、工場の自動省力化に取り組む企業、省エネルギーの空調、熱利用設備

を設計する企業等があります。市として、市内の環境関連企業と連携して省エネルギー事業や

関連製品の普及が進むように取り組みます。 

■取組 

・市内の環境関連企業との連携  事業者 市 

 

(3)再生可能エネルギーの導入 

①再生可能エネルギー導入支援 

太陽光、風力発電は本市に適した再生可能エネルギーです。民間事業者が実施する大規模太

陽光発電所（メガソーラー）及び風力発電所の設備については、事業者に対する情報提供等に

より、引き続き円滑な導入を支援します。 

市の公共施設においては、災害時の再生可能エネルギーによる電源供給の必要性も加味しな

がら、学校やコミュニティセンター等の新築・改築の機会を捉えた再生可能エネルギー発電設

備の導入を推進します。 

■取組 

・太陽光、風力発電事業への支援  事業者 市 

（事業者への情報提供、地元理解への支援）    

・事業可能性調査の活用  事業者 市 

（中小水力事業化可能性調査データの活用など）    

・公共施設への導入   市 

 

②木質バイオマスの利用促進 

「バイオマス」とは、木くず、生ごみや家畜排せつ物などの動植物から生まれた再生可能な

有機性資源のことです。木質バイオマスは、燃焼時に CO2 を排出しますが、成長過程において

光合成により CO2 を吸収しているため、排出量と吸収量とが相殺される「カーボン・ニュート

ラル（炭素中立）」という機能を持っており、環境にやさしい資源として、地球温暖化対策や化

石燃料の代替燃料として注目されています。 

バイオマス資源については「神話の國出雲バイオマス活用推進プラン（平成 24 年度（2012）

策定）」に基づき活用を推進します。具体的には、利用率が低い林地残材について島根県が進め

る木質バイオマス発電や市内の熱利用施設への資源供給等を進めます。また、森林の適正な管

理に努め、荒廃森林等の再生を図る事業や松くい虫被害跡地等における植栽等を実施します。 

■取組 

・島根県が進める木質バイオマス発電への資源供給  事業者 市 
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・市内熱利用施設への木質バイオマス熱利用の推進  事業者 市 

 

③次期可燃ごみ処理施設での高効率発電 

可燃ごみ処理施設「出雲エネルギーセンター」では、可燃ごみ処理で発生する熱を利用して

発電事業を行っています。これに代わるものとして、現在整備を進める次期可燃ごみ処理施設

は、さらに高効率な発電ができる施設を目指します。 

■取組 

・次期可燃ごみ処理施設での高効率発電   市 

 

④J-クレジット制度の活用 

国が認証する J－クレジット制度とは、再生可能エネルギー・省エネルギー機器の導入や森

林経営などの取組による、CO2の排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度

です。本市では、「神話の國出雲さんさん倶楽部クレジット認証」を進めています。 

また、Ｊ－クレジットを購入した排出削減に積極的な企業等の取組を発信することで、事業

者等による制度活用の拡大を目指します。 

■取組 

・Ｊ－クレジット制度の活用 市民 事業者 市 

 

(4)森林保全と活用 

①造林事業の推進 

本市の森林率（森林面積／総土地面積）は約 60％で 37,133ha の森林を保有しています。森

林は、生物多様性保全、土砂災害防止機能、水源涵養機能などの公益的機能に加えて、CO2を吸

収し固定する機能を有しています。造林事業等により間伐や再造林を実施するとともに、木材

利用を進めます。間伐と木材の利用を推進することで、炭素の貯蔵と CO2 の排出削減に貢献し

ます。さらに、将来の森林整備の担い手となる林業人材の育成にも力を入れます。 

■取組 

・造林事業などを通じた間伐・再造林の推進 市民 事業者 市 

・市産材の利用促進などを通じた木材の利用拡大 市民 事業者 市 

・公共施設への木材の利用推進   市 

・森林整備の担い手となる林業人材の育成・確保  事業者 市 

・（仮称）森林環境譲与税の活用  市 

 

②環境保全型農業への支援 

地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、環境保全に効果の高い営農

活動を行う農業者団体等に対して支援を行っています。 

■取組 

・環境保全型農業に取り組む農業者団体への支援  事業者 市 
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③緑地の保全への支援 

工場立地法に基づき、製造業、電気供給業等の業種で敷地面積 9,000 ㎡以上又は建築面積

3,000 ㎡以上の規模の工場を建設する場合、一定の割合で緑地及び環境施設の整備を義務付け

ています。 

■取組 

・工場用地への緑地整備の義務付け  事業者  

 

(5)環境マネジメントシステムの普及促進 

①事業所における「エコアクション 21」等の普及 

環境マネジメントシステムの国際規格である｢ISO14001｣や、取得・更新費用が安価で中小企

業にとって取り組みやすい｢エコアクション 21｣の普及を図ります。事業者の取得が進むよう、

市としても協力を行っていきます。 

 

■取組 

・環境マネジメントシステムの普及促進  事業者 市 

 

②「エコライフチャレンジしまね」、「学校版エコライフチャレンジしまね」の普及 

市民に対し、島根県地球温暖化防止活動推進センターが行っている「エコライフチャレンジ

しまね」への参加を呼びかけます。これは、家庭で使用している光熱費を月別に「見える化」

する取組で、家庭の光熱費の種類別や月別に改善すべき点が見つけやすくなります。 

また、市内の小中高等学校向けの「学校版エコライフチャレンジしまね」への参加を呼び掛

けます。 

■取組 

・「エコライフチャレンジしまね」の普及 市民  市 

・「学校版エコライフチャレンジしまね」への参加促進 市民  市 

 

③「いずもエコオフィス・アクションプログラム」の運用 

市の事業活動から発生する温室効果ガス削減のために策定した「いずもエコオフィス・アク

ションプログラムⅢ」を確実に推進するとともに、その成果を公表することで市民、事業者に

省エネルギーの取組や地球温暖化対策などへの関心を高めます。 

■取組 

・「いずもエコオフィス・アクションプログラム」の運用   市 

 

3）循環型社会の推進 

(1)3R（ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘﾕｰｽ・ﾘｻｲｸﾙ）の取組の促進 

①ごみ減量化の推進 

本市の燃えるごみの量は、平成 23 年度（2011）以降増加していましたが、平成 27 年度（2015）、

平成 28 年度（2016）と僅かに減少に転じています。本市の世帯数は年々増加する状況にある中、

ごみの減量が引き続き重要な課題となっています。このため、環境 NPO やごみ減量化アドバイ

ザー、市職員が地域の会合やイベントなどの場へ出かけ啓発に取り組んでいます。 
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また、ごみ処理施設の現場を実際に見てもらうバスツアーを通し、ごみの減量や資源化の大

切さについて考えるきっかけづくりを行っています。一方、大規模店舗を中心としてレジ袋無

料配布中止の取組への協力を呼びかけ、ごみの減量化を推進しています。こうした啓発活動を

主として、市民の分別やごみの減量意識を高めるための取組を進めていきます。 

■取組 

・環境 NPO やごみ減量化アドバイザー等による啓発推進 市民 事業者 市 

・レジ袋削減推進の取組 市民 事業者 市 

・施設見学会の開催 市民 事業者 市 

・食品ロス削減の取組（30・10 運動の推進） 市民 事業者 市 

 

②ごみ再資源化の推進 

本市では、公用収集において古紙、空き缶、空き瓶、ペットボトル、乾電池、蛍光管、割り

ばし、食用油、古着を資源物として回収しています。一方、民間事業者においても、ペットボ

トルや食品トレイの店頭回収、空き缶や古紙などは回収ボックス設置による回収が進められて

います。また、生ごみに関しては、家庭や事業所でもコンポストや電気式生ごみ処理機を使っ

て処理したものを、自家の畑で使用する、あるいは再生業者へ引き渡すなどの取組が行われて

います。こうした資源ごみの循環サイクルが継続、また拡充するよう啓発に努めるとともに環

境整備を図ります。 

■取組 

・資源ごみの回収促進 市民 事業者 市 

・古着市の開催 市民  市 

・食品廃棄物の堆肥化利用の推進 市民 事業者 市 

 

③グリーン購入の推進 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、

環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。グリーン購入は、消費生活

など購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少

ない製品の開発を促すものです。グリーン購入をわかりやすくするために、国ではグリーン製

品を示す「環境ラベル」の情報を提供しています。 

■取組 

・グリーン購入の推進 市民 事業者 市 

 

④「しまねエコショップ」「しまねグリーン製品」の利用促進 

県では、環境にやさしい商品の販売や簡易包装、リサイクル活動に積極的に取り組む小売店

舗を「しまねエコショップ」として認定しています。また、県内事業者が製造・販売する環境

にやさしい製品を「しまねグリーン製品」として認定し、事業者の環境配慮製品への取組の促

進を図っています。今後もこれらの環境に良い商品やサービスなどの情報発信を行い「しまね

エコショップ」「しまねグリーン製品」の利用促進を図ります。 

■取組 

・「しまねエコショップ」「しまねグリーン製品」の利用促進 市民 事業者 市 
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6-3 地球温暖化への適応策 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が取りまとめた報告書では、既に気候変動は自然及び

人間社会に影響を与えており、今後、地球温暖化の程度が増大すると深刻で広範囲にわたる影響

が生じる可能性が高まるとしています。 

地球温暖化の進行に対し、温室効果ガス排出量を抑制する従来からの施策（緩和策）が追いつ

かないおそれがあることから、国では「気候変動の影響への適応計画」を平成 27 年（2015）    

11 月 27 日に閣議決定し、地球温暖化による気候変動の影響によって発生する被害（健康分野、

防災分野、自然生態系分野）への備えを進めています。今後、予想される影響を想定のうえ、そ

の対策を実施していきます。 

 

1)健康分野の対策 

地球温暖化が進むことにより、熱中症による救急搬送患者が増加するとともに、高齢者や子ど

もは重症化のリスクが高くなることや、感染症を媒介する蚊（ヒトスジシマカ）の生息域が拡大

することで、デング熱などの感染症の増加が懸念されます。 

 

(1)熱中症対策 

①情報提供と予防法等の普及啓発 

市では、熱中症に対する注意喚起、対処法、

予防対策について、「広報いずも」や市ホーム

ページ等を用いて広報を行います。また、各

地区で実施する健康教育を通じて、予防対策、

対処法等の説明を実施します。 

消防本部においては、消防本部のホームペ

ージに熱中症対策のポイントや発生状況の統

計資料を掲載することで、予防意識の啓発を

図るとともに、消防本部や各消防署で実施す

る講習会やイベントの機会をとらえ、熱中症

予防のポイントについて普及啓発を行います。 

 

②小・中学校での熱中症対策事業 

熱中症対策などに対応するため、小・中学校の普通教室へのエアコン整備を進めています。 

また、音楽室等の特別教室でエアコンの整備が完了していない小・中学校については、校舎

リフレッシュ事業の中で年次的に整備を進めます。 

 

(2)感染症対策 

感染症を防止するため、基礎知識、対処法、予防対策等の情報提供を行います。地球温暖化の

進行に伴いデング熱等の感染症を媒介する蚊（ヒトスジシマカ）の生息域が拡大することが懸念

されることから、市民への注意喚起等の対策を行います。 

 

2)防災分野の対策 

近年、気候変動の影響による局地的な集中豪雨により、甚大な豪雨・洪水の被害が発生してい

ます。土砂災害についても全国各地で頻発し、大規模な被害が発生しています。今後も、その頻
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度が増し、河川洪水が増加することが懸念されます。 

(1)水害・土砂災害対策 

大雨や土砂災害発生時には、出雲市地域防災計画、出雲市水防計画等に基づき、速やかに対応

します。また、ハザードマップを作成、配布し、避難所、浸水予想区域及び土砂災害特別警戒区

域などを周知します。 

また、洪水などの水害の影響を最小限に抑えるえるため、河川改修を進めることが重要です。

県知事要望等を通じ、国河川改修事業や広域河川改修事業の促進を図ります。 

 

(2)山地災害対策 

集中豪雨の頻発等によって、山地災害の頻発が生じることが懸念されています。森林の持つ土

砂災害防止機能、水源涵養機能を維持するため、森林の整備を実施します。 

・斐伊川水系水源の森づくり事業 

  斐伊川水系上下流自治体が締結している「森林整備協定」に基づき、上流自治体（雲南市、

奥出雲町、飯南町）が実施する造林事業の事業費の一部を負担します。これにより、森林の

持つ水源涵養及び国土保全機能の向上や、下流域の水資源の確保や、宍道湖・中海の水質の

保全に間接的に携わります。 

・斐伊川流域荒廃林等再生整備事業 

斐伊川水系上下流自治体が一体となり、斐伊川水系流域水源地帯の森林の造成及び整備を

実施し、森林の持つ水源涵養及び国土保全機能を高め、下流域の水資源の確保や、宍道湖・

中海の水質の保全を図ります。 

・市行造林・市有林保育事業 

市行造林地・市有林造林地等の間伐を行うことにより、木の成長を促し森林の持つ多面的

機能を維持することで水源涵養並びに土砂流出防止を図ります。 

 

3)自然生態系分野の対策 

地球温暖化の影響で河川や湖沼の水温が上昇することや、降水量の増加による土砂の大量流出

することで河川の水質が、将来悪化することが懸念されます。 

また、これまで生息していた生物の生息域が変化することで、私たちの身近な生活にも影響を

及ぼします。 

 

(1)自然環境調査 

市内の主要河川等に生息する水生生物等を調査することにより、自然環境の特色を明らかにし、

水質と水辺環境の状態を把握することを目的として実施しています。 

 

(2)河川水質の調査 

市内、中小河川の水質の現状を把握し水質保全対策に資するために、県公共用水域・地下水水

質測定計画に基づく水質検査を行っています。 

 

(3)外来生物への対応 

地球温暖化が進むことにより、従来は越冬することができなかった外来生物が、日本での生息

区域を広げてきています。その中には毒を持っているものやウイルスを媒介するものもおり、市

内でも平成 27年度（2015）にセアカゴケグモが発見されています。 
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県自然環境課、出雲保健所と協力し、市民への情報提供をするとともに、市内においてこれら

外来生物が発見された場合は、その生息区域の拡大を防ぎます。 

 

(4)有害鳥獣対策 

シカやイノシシなどの野生鳥獣が気温上昇により活動域を広げることで、森林や高山植生等へ

の食害が拡大することが懸念されています。捕獲奨励金制度や狩猟免許新規取得者に対する費用

の助成により、有害鳥獣の捕獲体制の強化に努めます。またシカにおいては、金網柵による侵入

防止やネットを用いた幼齢木の保護に努めます。 

 

(5)病害虫対策 

樹木の病害虫が、気温上昇により活動域を広げ、その被害が拡大することが懸念されています。

特に松枯れについては、健全木の樹幹注入及び被害拡大を防ぐために被害木の伐倒駆除を実施し

ます。また、松枯れ被害跡地における抵抗性マツ等の植栽・保育にも努めます。 
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第 7章 計画の推進 

7-1 計画の推進に向けて 

1)市民・事業者・市が協働した取組の実施 

省エネルギービジョンでは、市民・事業者の取組の進行管理をするに当たり「出雲市省エネル

ギービジョン推進協議会」を設けています。本計画においても引き続き、市民や事業者との取組

を推進する団体を設け、地球温暖化対策の取組や普及啓発活動を市と協働し、より一層推進しま

す。 

 また、推進団体を設置するにあたり、図表 7-1-1 のように名称と役割を整理し、本計画に基づ

く結果の検証及び評価は、出雲市環境審議会において実施することとします。 

 

■図表 7-1-1 推進団体 

項目 出雲市地域省エネルギービジョン 第 2 次出雲市地球温暖化対策実行計画 

団体の 

名称 
出雲市省エネルギービジョン推進協議会 出雲市地球温暖化対策協議会（仮称） 

設置 

目的 

省エネルギービジョンの「取組を継続・

拡大する」という基本方針に基づき、市民、

事業者と協力して、地球温暖化対策や省エ

ネルギーの取組を進めるために設置 

省エネルギービジョンから、さらに発展

した取組を行うことを目指し、市民、事業

者と市が協働し、地域や所属団体に根差し

た取組や普及啓発活動を実践する団体と

する。 

団体の

役割 

①計画に基づく結果の検証及び評価 

②取組の拡大に向けた啓発活動 

③環境保全に関わる率先的な行動の実践 

④その他目的達成のために必要な事項 

①取組の拡大に向けた啓発活動 

②地域や所属団体などでの地球温暖化対

策、環境保全に関する率先的な行動の実

践 

③その他目的達成のために必要な事項 

 

2)市の取組の実施 

本市では、地方公共団体実行計画事務事業編として、「いずもエコオフィス・アクションプログ

ラムⅢ」を定めています。当該プログラムに従い、市の事務事業における省エネルギーの取組や

地球温暖化対策などを推進します。 
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7-2 進捗管理 

1）進捗管理の流れ 

本計画では、第 2次出雲市環境基本計画及び出雲市地域省エネルギービジョンと同様に、「計画

（Plan）」、「実行（Do）」、「点検・評価（Check）」、「見直し（Action）」の「PDCA サイクル」を展

開し、毎年進捗状況を確認することで、計画の推進と取組の改善を進めます。 

 

■図表 7-2-1 PDCA の流れ 

進行管理（PDCA） 実施項目 

計画（Plan） 本計画を市民、事業者及び市の施策・取組の行動指針とする。 

実行（Do） 

市民、事業者及び市が、それぞれに計画の施策・取組を推進する

とともに、出雲市地球温暖化対策協議会（仮称）を通じ、協働し

て取組の継続と拡大を図る。 

点検・評価（Check） 

【計画の総合的な点検・評価】 

出雲市環境審議会において、市が毎年度作成する環境に関する報

告書（「環境レポート」）により、計画の進捗状況を評価し、必要

に応じて施策の見直しなどの意見や提言を行う。 

【結果の公表】 

環境レポートやホームページなどで公表 

見直し（Action） 

【計画改定時】 

本計画の計画期間は、平成 30 年度（2018）から 2022 年までの 5

年間としている。計画期間満了後は、毎年の点検・評価、地球温

暖化あるいは気候変動に関する最新の動向を踏まえ、目標及び施

策等の見直しを行うとともに、出雲市環境基本計画に統合する。 

 

2）点検評価項目について 

①CO2排出量 

 CO2排出量により、計画の目標達成状況を点検・評価します。 

 

②市民・事業者及び市の取組 

これらの取組は、環境基本計画の評価項目と整合をとり、「環境レポート」で点検・評価を

行います。 



 

 

   

 

 


